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﹇
は
じ
め
に
﹈

い
ま
、こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
新
し
い

社
会
づ
く
り
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。

明
治
以
来
続
い
た
中
央
集
権
の
国
家
体

制
か
ら
、
地
域
が
自
立
し
た
新
し
い
社

会
体
制
へ
の
転
換
で
あ
る
。
小
文
で
は
、

な
ぜ
い
ま
転
換
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
れ
は
実
現
で
き
る
の
か
を
、
持
続

可
能
な
社
会
と
住
民
参
加
の
政
策
づ
く

り
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

﹇
現
代
社
会
の
構
造
﹈

こ
れ
ま
で
続
い
た
社
会
体
制
の
構
造

転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
最
大
の
理
由

は
、
現
代
社
会
が
持
続
可
能
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
主
導
で
実

現
し
た
大
量
生
産
・
大
量
消
費
は
、
未

来
世
代
に
そ
の
ま
ま
で
は
継
続
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

る
。未

来
世
代
も
現
代
世
代
と
同
様
な

消
費
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の

消
費
形
態
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
枯

渇
性
資
源
の
消
費
を
で
き
る
だ
け
抑
制

し
、
再
生
可
能
な
資
源
を
有
効
に
活
用

す
る
形
態
へ
の
転
換
が
不
可
欠
で
あ
る
。

大
量
消
費
を
改
め
、
消
費
量
が
少
な
く

て
も
安
心
で
き
る
生
活
、
生
き
る
こ
と

に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
持
続
可
能
性
と
住
民
参
加
﹈

生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
社
会

を
創
り
だ
す
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、

住
民
が
自
分
た
ち
の
希
望
に
そ
っ
て
社

会
が
動
い
て
い
る
と
実
感
で
き
る
社
会

に
な
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
域

社
会
の
営
み
が
、
住
民
の
意
向
に
よ
る

と
感
じ
ら
れ
る
社
会
を
創
り
だ
す
必

要
が
あ
る
。

わ
が
国
で
は
長
い
間
、
国
と
官
僚
の

主
導
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
官
治
・
集
権

が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
社
会
の
主
役
は

住
民
で
あ
り
、
住
民
の
希
望
が
生
か
さ

れ
た
政
策
を
実
行
す
る
こ
と
が
、
地
方

自
治
体
の
役
割
な
の
だ
と
い
う
考
え
方

は
ほ
と
ん
ど
育
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

住
民
参
加
の
政
策
づ
く
り
の
問
題
を
、

住
民
の
側
の
問
題
と
、
社
会
の
仕
組
み

の
二
点
に
絞
っ
て
論
じ
る
。

﹇
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
連
携
﹈

ま
ず
住
民
の
側
の
問
題
と
し
て
、
協

働
や
情
報
の
共
有
化
が
あ
る
。
既
成
の

社
会
で
の
組
織
は
、
企
業
組
織
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
上
意

下
達
の
階
層
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
住
民
主
体
の
社
会
に
転
換
す
る
た
め

に
は
、
組
織
を
バ
ー
チ
ャ
ル(

仮
想
的)

な

も
の
に
、
そ
の
連
関
を
ウ
ェ
ブ(

く
も
の

巣)

構
造
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
変
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

バ
ー
チ
ャ
ル
な
組
織
の
代
表
例
が
N

P
O
や
N
G
O
で
あ
る
。
N
P
O
や
N
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G
O
は
、
参
加
す
る
人
の
参
加
動
機
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
夢
や
希
望
な
ど
、
個
人
の

自
発
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
自
治
会
な

ど
の
既
成
組
織
の
よ
う
に
、
上
位
階
層

か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
組
織

で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
掲
げ
て
い
る

夢
や
希
望
を
実
現
す
る
た
め
に
、
他
の

組
織
と
自
由
に
情
報
を
交
換
し
、
共
に

行
動
し
、
考
え
方
の
違
い
が
明
ら
か
に

な
れ
ば
い
つ
で
も
分
か
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。

バ
ー
チ
ャ
ル
な
組
織
で
あ
る
N
P
O
や

N
G
O
を
つ
な
ぐ
の
が
、
ウ
ェ
ブ
状
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
構
造
と
は
、

そ
の
言
葉
の
通
り
、
く
も
の
巣
の
よ
う

な
構
造
で
あ
る
。
情
報
の
発
信
源
が
ク

モ
の
巣
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、
自
由
に

情
報
の
交
換
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
。

ど
こ
か
の
組
織
が
主
で
、
ど
こ
か
の
組

織
が
従
と
い
っ
た
関
係
は
な
い
。
情
報
発

信
源
で
あ
る
N
P
O
や
N
G
O
は
、
既

存
の
社
会
組
織
の
基
本
単
位
で
あ
る
家

族
や
会
社
や
行
政
な
ど
の
形
に
と
ら
わ

れ
な
い
自
由
な
連
携
が
可
能
で
あ
る
。

ク
モ
の
巣
状
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
上

意
下
達
の
指
示
伝
達
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
よ
り
は
る
か
に
社
会
変
動
に
強
い
。

指
示
伝
達
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
指
示

す
る
組
織
が
ダ
ウ
ン
す
る
と
、
下
位
の

組
織
は
す
べ
て
機
能
し
な
く
な
る
。
と

こ
ろ
が
ク
モ
の
巣
状
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

は
、
た
と
え
ど
こ
か
の
組
織
が
ダ
ウ
ン
し

て
も
、ク
モ
の
巣
全
体
と
し
て
は
ほ
と
ん

ど
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
な
い
。

﹇
海
外
に
お
け
る
仕
組
み
﹈

住
民
が
主
役
の
地
域
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
N
P
O
や
N
G
O
の
充
実
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
重
要
で
あ
る
が
、
も

う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
政
策
づ
く
り

の
仕
組
み
で
あ
る
。

民
意
を
反
映
し
た
政
策
づ
く
り
の
仕

組
み
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
米
国

の
大
統
領
制
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
予
算
執

行
の
方
法
で
あ
る
。
米
国
大
統
領
は
選

挙
で
国
民
に
支
持
さ
れ
る
と
、ス
タ
ッ
フ

を
引
き
連
れ
て
大
統
領
府
に
入
る
。
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
で
、
選
挙
で
の
公

約
を
政
策
と
し
て
直
ち
に
実
行
で
き

る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
色
々
な
目
的
を

掲
げ
た
N
P
O
が
、
そ
れ
ぞ
れ
実
現
し

た
い
施
策
を
国
民
に
訴
え
、
国
民
の
審

判
を
受
け
る
。
そ
し
て
獲
得
票
数
に
比

例
し
て
国
家
予
算
の
１
％
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が

執
行
す
る
。

﹇
知
事
と
議
員
の
課
題
﹈

わ
が
国
に
は
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は

な
い
。
代
わ
り
に
、
選
挙
で
選
ば
れ
る

知
事
と
議
員
が
い
て
、
知
事
が
政
策
を

提
案
し
、
議
員
が
こ
れ
を
審
議
す
る
。

原
理
的
に
は
、
こ
の
仕
組
み
で
政
策
に

民
意
が
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
現
状
で
は
、
政
策
に
民
意
が
反

映
さ
れ
な
い
と
不
満
が
多
い
。

こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
知
事
は
大

統
領
と
違
い
当
選
し
て
も
一
人
で
県
庁

に
入
る
。
公
約
を
施
策
に
す
る
だ
け
の

手
足
が
な
い
。
公
約
は
公
約
づ
く
り
に

無
関
係
で
あ
っ
た
職
員
の
手
で
施
策
と

な
る
。

民
意
を
反
映
し
て
選
ば
れ
た
県
議
は

40
名
以
上
い
る
。
公
約
を
施
策
と
し
て

提
案
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
よ

う
な
動
き
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。
議

員
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
も
あ
る
議
会

で
の
質
問
す
ら
、
職
員
が
作
る
と
い
う

悪
し
き
習
慣
が
報
道
さ
れ
た
り
も
す

る
。

﹇
官
僚
主
導
の
問
題
点
﹈

現
実
は
、
民
意
に
従
っ
て
選
ば
れ
た

知
事
や
議
員
よ
り
、
職
員
の
考
え
が
政

策
の
中
心
と
な
る
。
幹
部
職
員
の
考
え

で
政
策
の
大
枠
が
決
ま
り
、
財
政
課
の

意
向
で
予
算
の
枠
組
み
が
決
ま
る
。
国

と
同
様
、
県
レ
ベ
ル
で
も
官
僚
が
主
導

の
政
治
が
行
わ
れ
る
。

官
僚
主
導
と
書
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

職
員
が
県
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
、

と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、

職
員
の
考
え
で
作
成
さ
れ
た
政
策
で

は
、
県
民
は
民
意
を
反
映
し
た
と
感
じ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
状
を

改
善
し
、
住
民
が
自
分
も
参
加
し
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
る
仕
組
み
を
創
る
こ
と

が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

﹇
N
G
O
・
N
P
O
の
役
割
﹈

そ
の
た
め
に
は
、
知
事
に
大
統
領
の

よ
う
な
権
限
を
与
え
る
方
法
、ハ
ン
ガ

リ
ー
の
よ
う
に
住
民
の
投
票
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ

の
施
策
を
執
行
で
き
る
方
式
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
今
す
ぐ

に
実
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
当
面
、
県
民
が
直
接
議
論
に

参
加
で
き
る
政
策
論
争
の
場
を
議
会
と

は
別
に
確
保
す
る
こ
と
が
有
効
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
審
議

を
支
え
る
事
務
局
機
能
と
議
会
の
対
応

で
あ
る
。

ま
ず
事
務
局
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
N
G
O
に

ま
か
せ
、
彼
ら
が
用
意
し
た
場
で
知
事

や
議
員
、幹
部
職
員
が
彼
ら
と
議
論
し
、

政
策
の
素
案
を
創
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
議
会
は
、
知
事
が
用
意
し
た
施
策

だ
け
で
な
く
、
N
P
O
や
N
G
O
が
提

案
し
た
政
策
も
取
り
上
げ
、
そ
の
審
議

を
県
民
に
公
開
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な

る
。
こ
の
流
れ
で
、
県
民
参
加
型
協
働

作
業
の
第
一
歩
が
始
ま
る
。
具
体
的
な

政
策
が
一
つ
で
も
実
現
さ
れ
れ
ば
県
民

は
自
信
を
深
め
、
次
へ
の
意
欲
を
持
つ
。

﹇
県
民
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹈

筆
者
は
こ
れ
を
山
梨
の
地
で
実
現
す

る
た
め
N
P
O「
や
ま
な
し
県
民
政
策

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」を
立
ち
上
げ
、
現
在
法

人
申
請
中
で
あ
る
。
山
梨
の
特
質
を
十

分
承
知
し
、
自
分
の
問
題
と
し
て
、
地

域
政
策
に
関
心
を
持
つ
人
々
が
自
由
に

参
加
で
き
る
バ
ー
チ
ャ
ル
な
組
織
に
育

つ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議

論
の
場
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長

野
県
な
ど
と
は
違
っ
た
形
で
の
新
し
い

県
土
づ
く
り
が
、
山
梨
の
地
で
始
ま
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。



秋
山
村
は
山
梨
県
の
東
南
端
に
位

置
し
、
東
は
神
奈
川
県
藤
野
町
、
西

は
都
留
市
、
南
は
道
志
村
、
北
は
大

月
市
、
上
野
原
町
に
そ
れ
ぞ
れ
接
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
京
首
都
圏
六

〇
km
と
至
近
に
あ
り
ま
す
。

村
域
は
東
西
に
一
四
・
八
km
、
南

北
四
km
に
わ
た
り
、
総
面
積
は
四

五
・
一
四
km2
で
、
総
面
積
の
う
ち
、

九
三
％
を
山
林
が
占
め
て
い
ま
す
。

人
口
は
二
千
人
強
で
あ
り
ま
す
。

本
村
の
中
央
を
流
れ
る
秋
山
川
と

そ
の
支
流
は
、
県
下
で
も
有
数
の
ヤ

マ
メ
の
釣
り
場
と
し
て
知
ら
れ
、
新

緑
や
色
鮮
や
か
な
紅
葉
な
ど
、
四
季

折
々
の
美
し
い
景
観
に
あ
ふ
れ
、
自

然
環
境
に
恵
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

明
治
維
新
後
、
時
代
は
大
き
く
変

わ
っ
て
ゆ
き
ま
す
が
、
明
治
八
年
に

は
、
浜
沢
、
栗
谷
、
桜
井
地
区
に
小

学
校
が
開
校
し
、
明
治
二
二
年
に
村

制
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

時
代
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、

成
長
・
拡
大
に
支
え
ら
れ
た
成
長
型

社
会
か
ら
、
人
間
性
の
豊
か
さ
を
追

求
す
る
成
熟
型
社
会
へ
と
移
行
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

山
村
の
も
つ
豊
か
な
自
然
と
や
す

ら
ぎ
の
空
間
を
多
様
に
活
か
し
、
自

然
の
営
み
と
人
間
の
生
活
が
調
和
し

た
未
来
に
引
き
継
げ
る
景
観
と
環
境

を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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人
と
自
然
が
共
生
で
き
る

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

秋山村東部地域



豊
か
な
自
然
は
本
村
の
大
き
な
財

産
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
伝
わ

る
大
念
仏
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
行

事
や
文
化
財
な
ど
、
山
村
文
化
の
資

源
は
豊
富
な
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
、
資
源
を
積
極
的
に
活

用
し
た
村
づ
く
り
を
進
め
て
き
て
い

ま
す
。

昭
和
四
七
年
に
は
、
県
下
で
初
め

て
の
河
川
を
利
用
し
た
村
営
マ
ス
釣

場
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
、
子
供
や
初
心

者
に
も
好
評
で
、
釣
り
上
げ
た
マ
ス

を
バ
ー
べ
キ
ュ
ー
に
し
て
食
べ
る
の

も
格
別
の
味
で
、
家
族
連
れ
や
団
体

客
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

四
季
折
々
の
農
産
物
や
特
産
品
の

販
売
の
拡
大
も
図
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

近
年
、
健
康
志
向
・
余

暇
時
間
の
増
大
等
に
よ

り
住
民
ニ
ー
ズ
も
多
種

多
様
化
す
る
中
、
若
者

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が

健
康
で
快
適
な
生
活
が

送
れ
る
よ
う
、
質
の
高

い
生
活
環
境
の
整
備
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
中
、
若
者
に
と
っ

て
明
る
く
楽
し
く
す
ご

せ
る
健
康
的
な
交
流
拠

点
施
設
の
整
備
を
図
り
、

都
市
と
の
情
報
格
差
を

是
正
す
る
な
ど
、
若
者

の
定
住
促
進
を
図
っ
て
ゆ

く
た
め
に
、
恵
ま
れ
た

自
然
と
首
都
圏
か
ら
近

距
離
に
あ
る
と
い
う
立
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地
を
活
か
し
、
平
成
六
年
に
温
泉
整

備
に
入
り
、
平
成
八
年
に
待
望
の
温

泉
施
設
が
誕
生
し
ま
し
た
。

温
泉
施
設
名
は
、
新
湯
治
場
秋
山

温
泉（
秋
山
ネ
ス
パ
）。
ネ
ス
パ
と
は
、

新
し
い
を
意
味
す
る
Ｎ
Ｅ
Ｗ
と
、
温

泉
や
温
泉
場
を
意
味
す
る
Ｓ
Ｐ
Ａ
を

組
み
合
わ
せ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

日
本
人
は
以
前
か
ら
、
静
か
に
入

浴
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
温
泉
文
化

を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
ネ
ス
パ
は
深

め
の
浴
槽
の
中
で
軽
い
水
中
運
動
を

す
る
と
い
う
、
従
来
と
は
違
う
全
く

新
し
い
温
泉
利
用
方
式
で
、
温
泉
に

よ
る
湯
治
効
果
の
良
さ
と
、
ド
イ
ツ

の
温
泉
療
養
シ
ス
テ
ム
や
ア
ロ
マ
セ
ラ

ピ
ー
、
サ
ウ
ン
ド
セ
ラ
ピ
ー
を
取
り

入
れ
た
最
新
の
健
康
温
浴
シ
ス
テ
ム

で
あ
り
ま
す
。

特
に
、
ク
ア
ゾ
ー
ン
に
は
二
五
ｍ
プ

ー
ル
二
コ
ー
ス
と
子
供
用
プ
ー
ル
・
圧

注
シ
ス
テ
ム
浴
場
と
ジ
ャ
グ
ジ
ー
を

備
え
た
セ
ラ
ピ
ー
プ
ー
ル
、
そ
し
て

屋
外
に
も
温
泉
を
利
用
し
た
流
水
プ

ー
ル
や
、
圧
注
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た

屋
外
運
動
浴
槽
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
ド
イ
ツ
式
の
サ
ウ
ナ
と
ア
ロ
マ

セ
ラ
ピ
ー
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
、
香
り
の

採
暖
室
、
水
着
で
入
れ
る
安
静
室
が

あ
り
ま
す
。
香
り
の
採
暖
室
は
、
ネ

ス
パ
自
慢
の
施
設
で
、
純
枠
な
天
然

香
料（
ラ
ベ
ン
ダ
ー
・
ぺ
パ
ー
ミ
ン
ト
・

レ
モ
ン
他
）に
よ
る
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー

を
合
体
さ
せ
た
施
設
で
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
を
大
幅
に
高
め
、
他
で
は
そ
の

快
感
は
味
わ
え
ま
せ
ん
。
特
産
品
や

農
産
物
の
販
売
の
拡
大
や
、
情
報
交

流
拠
点
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。

山
村
観
光
の
振
興
で

地
域
の
活
性
化
を

鎌
倉
街
道
の
裏
街
道
、
豊
か
さ
と

や
さ
し
い
自
然
を
も
つ
本
村
は
、
南

北
朝
時
代
の
悲
し
く
も
美
し
い
中
世

文
化
が
伝
え
ら
れ
、
村
内
に
は
貴
重

歴
史
と
文
化
の
村
お
こ
し

秋山村営マス釣場

秋山温泉（秋山ネスパ）



な
文
化
遺
産
が
数
多
く
大
切
に
残
さ

れ
歴
史
的
な
伝
承
が
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

各
集
落
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
祭
り

に
は
、
民
俗
行
事
と
し
て
地
域
の
暮

ら
し
に
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、
な
か

で
も
無
生
野
の
大
念
仏
は
踊
り
念
仏

と
も
言
わ
れ
、
小
正
月
と
お
盆
の
年

二
回
行
わ
れ
る
勇
壮
な
踊
り
で
す
。

大
太
鼓
に
合
わ
せ
て
念
仏
や
和
讃
を

唱
え
な
が
ら
踊
る
一
本
太
刀
、
二
本

太
刀
、
ぶ
っ
ぱ
ら
い
な
ど
の
踊
り
が

あ
り
県
下
で
唯
一
の
伝
承
と
な
っ
て

い
ま
す
。

後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
大
塔
宮
護
良

親
王
は
鎌
倉
で
悲
運
な
最
期
を
遂
げ

ら
れ
ま
し
た
。
親
王
が
幽
閉
さ
れ
て

い
た
時
、
そ
ば
女
と
し
て
仕
え
て
い

た
雛
鶴
姫
は
建
武
二
年
の
秋
、
亡
き

親
王
の
首
級
を
抱
い
て
従
者
と
と
も

に
鎌
倉
を
発
ち
ま
し
た
。
そ
の
時
、

姫
は
亡
き
親
王
の
子
を
宿
し
て
お

り
、
途
中
供
養
を
し
た
後
、
姫
は
秋

山
村
無
生
野
の
里
に
辿
り
着
い
た
こ

ろ
は
季
節
は
厳
し
い
十
二
月
の
末
。

そ
こ
で
産
気
付
か
れ
た
姫
は
王
子
を

産
み
ま
す
が
、
不
運
に
も
王
子
と
も

ど
も
命
を
落
と
し
、
そ
の
不
運
を
嘆

い
た
村
人
は
冥
福
を
祈
り
、
正
月
に

は
門
松
を
た
て
な
い
習
わ
し
と
な
っ

て
い
ま
す
。
数
年
後
護
良
親
王
の
も

う
一
人
の
王
子
、
綴
連
王
が
戦
乱
を

逃
れ
て
こ
の
無
生
野
の
地
に
流
れ
つ

き
ま
し
た
。
姫
の
物
語
を
聞
い
た
王

子
は
一
彫
刻
師
と
し
て
こ
の
地
に
と

ど
ま
り
生
涯
を
終
え
た
の
で
す
。
三

人
の
悲
し
い
運
命
を
知
っ
た
村
人
は

神
に
祭
り
雛
鶴
神
社
を
建
立
し
、
供

養
の
た
め
無
生
野
の
大
念
仏
を
は
じ

め
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

念
仏
踊
り
は
原
形
を
よ
く
と
ど
め

る
も
の
と
し
て
昭
和
三
五
年
県
の
無

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
平
成
七
年

に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
富
岡
弥
陀
三
尊
種
子
板

碑
、
高
さ
百
三
十
四
セ
ン
チ
の
緑
泥

片
岩
に
阿
弥
陀
如
来
や
観
音
、
勢
至

両
菩
薩
の
連
座
像
が
描
か
れ
県
の
指

定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
浜
沢
の
薬
師
堂
に
は
本
尊
を

は
じ
め
薬
師
十
二
神
将
、
十
王
尊
、

仁
王
像（
未
完
）な
ど
優
れ
た
仏
像
が

安
置
さ
れ
て
お
り
境
内
に
は
大
欅
も

あ
り
村
の
歴
史
を
か
い
ま
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

安
寺
沢
に
は
、
江
戸
時
代
に
年
貢

米
貯
蔵
の
た
め
幕
府
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
郷
倉
が
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ

て
お
り
、
先
祖
の
暮
ら
し
を
伝
え
る

貴
重
な
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

村
内
の
各
地
に
は
、
地
蔵
菩
薩
、

庚
申
塔
、
二
十
三
夜
塔
、
二
十
六
夜

塔
、
な
ど
の
石
造
物
や
雛
鶴
神
社
、

浅
間
神
社
、
な
ど
の
多
く
の
神
社
や

由
緒
あ
る
地
名
、
古
文
書
な
ど
い
に
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本
村
を
縦
断
し
、
都
留
市
、
上
野

原
町
を
結
ぶ
主
要
地
方
道
県
道
四
日

市
場
上
野
原
線
は
、
村
の
基
幹
道
路

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
富

士
五
湖
方
面
か
ら
都
心
・
横
浜
方
面

へ
の
抜
け
道
的
利
用
車
両
が
増
加
す

る
な
ど
、
交
通
量
は
年
々
増
え
て
い

ま
す
。
同
路
線
に
つ
い
て
は
、
年
々

改
良
拡
幅
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
の
、
依
然
と
し
て
狭
隘
な
箇
所
や

急
カ
ー
ブ
等
の
危
険
箇
所
が
多
く
早

期
改
良
が
急
務
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
本
村
と
上
野
原
町
を
結
ぶ

県
道
四
日
市
場
上
野
原
線
は
、
山
々

に
阻
ま
れ
、
神
奈
川
県
を
大
き
く
迂

回
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お

り
ま
し
た
が
、
平
成
六
年
に
本
村
と

上
野
原
町
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
村
道

桜
井
田
野
入
線
秋
山
ト
ン
ネ
ル
が
完

成
し
、
上
野
原
町
境
ま
で
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
先
の
県

道
ま
で
の
間
は
幅
員
が
狭
く
、
カ
ー

ブ
も
極
め
て
多
く
、
朝
夕
の
通
勤
を

は
じ
め
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
の

は
も
と
よ
り
、
大
型
車
両
の
通
行
が

困
難
な
現
状
は
、
本
村
の
産
業
振
興

の
展
開
を
図
っ
て
ゆ
く
上
で
、
高
速

道
路
上
野
原
イ
ン
タ
ー
、
国
道
二
〇

号
線
ま
で
の
通
行
を
最
短
距
離
で
結

ぶ
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
村
に
お
い
て
は
、
活
性
化
の
生
命

線
と
な
り
ま
す
本
路
線
の
調
査
計
画

を
行
い
、
平
成
八
年
か
ら
平
成
十
八

年
の
十
年
計
画
で
現
在
整
備
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

道
路
は
、
村
を
訪
れ
た
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、
わ
が
村
の
顔
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、
安
全
で

親
し
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
い
道

路
環
境
づ
く
り
が
必
要
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
周
囲
の
緑
と
一
体

と
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
や
美
し

い
沿
道
景
観
の
形
成
な
ど
、
美
し
い

村
づ
く
り
に
向
け
た
道
路
修
景
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
も
事
業
実
施
計
画

を
立
て
な
が
ら
、
早
期
完
成
し
、
山

梨
県
の
東
の
玄
関
口
に
ふ
さ
わ
し
い

魅
力
的
で
、
活
力
に
満
ち
た
ま
ち
づ

く
り
を
更
に
目
指
し
、
事
業
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

し
え
の
文
化
に
思
い
を
馳
せ
な
が

ら
、
文
化
財
を
散
策
す
る
史
跡
め
ぐ

り
、
集
落
の
郷
土
芸
能
の
一
般
公
開

な
ど
多
く
の
観
光
資
源
を
活
用
し
、

村
内
全
域
に
ま
た
が
る
野
仏
公
園
を

整
備
し
村
の
更
な
る
活
性
化
を
推
進

し
ま
す
。

交
通
基
盤
の
推
進





本
格
的
な
高
齢
社
会
の
到
来
や
少

子
化
の
進
行
、
厳
し
い
経
済
環
境
の

も
と
で
の
産
業
の
構
造
の
変
化
な
ど
、

今
日
の
社
会
情
勢
は
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。

本
市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
閉
塞
感

と
不
透
明
な
状
況
の
中
、
時
代
を
見

据
え
、
舵
取
り
を
誤
ら
な
い
よ
う

「
個
性
豊
か
な
自
立
社
会
」、「
持
続
可

能
な
定
常
社
会
」、「
互
恵
・
共
生
社
会
」

と
い
う
三
つ
の
目
指
す
べ
き
地
域
社

会
像
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
内
、
す
べ
て
の
人
々
が
個

性
と
能
力
を
活
か
し
て
、
共
に
認
め

合
い
、
支
え
あ
い
、
生
き
が
い
と
働
き

が
い
を
持
っ
て
、
共
生
し
て
い
く
社
会

を
「
互
恵
・
共
生
社
会
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
一
つ

の
価
値
観
を
求
め
て
他
の
地
域
と
競

い
合
う
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
指
向
型
か

ら
、
地
域
の
持
つ
価
値
を
見
出
し
、
そ

の
価
値
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
他
の
地

域
と
の
差
別
化
を
進
め
る
「
オ
ン
リ

ー
ワ
ン
」
指
向
型
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の

転
換
が
不
可
欠
と
な
り
、
地
域
内
で

の
人
と
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割

と
機
能
が
、
十
分
発
揮
で
き
る
社
会

シ
ス
テ
ム
と
し
て「
互
恵
・
共
生
社
会
」

の
具
現
化
は
、
重
要
な
課
題
と
位
置

づ
け
て
お
り
ま
す
。

「
互
恵
・
共
生
社
会
」
の
実
現
に

は
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
新
た
な
施

設
を
建
設
す
る
と
い
っ
た
発
想
で
は
な

く
、
既
存
施
設
を
利
活
用
す
る
サ
ス

テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
視
点
を
持
ち
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
型
社
会
を
構
築
す
る
地
域
情

報
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
整
備
や
、
市
民
と

行
政
に
よ
る
協
働
型
地
域
づ
く
り
シ

ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
、ハ
ー
ド
面
か
ら

ソ
フ
ト
面
へ
の
転
換
は
重
要
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

■
地
域
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
整
備

平
成
十
一
〜
十
三
年
度
の
三
ヵ
年

に
わ
た
り
、
情
報
通
信
基
盤
の
整
備

を
行
い
、
市
内
の
公
共
施
設
な
ど
を
、

光
フ
ァ
イ
バ
ー
専
用
線
に
よ
る
イ
ン
ト

ラ
ネ
ッ
ト
網
に
接
続
し
、
市
民
へ
の
各

種
行
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実

現
し
ま
し
た
。

中
で
も
、
都
留
市
文
化
会
館
内
に

整
備
し
た
「
情
報
未
来
館
」
は
、
本

市
の
地
域
情
報
化
の
拠
点
施
設
と
し

て
、
平
成
十
二
年
八
月
の
オ
ー
プ
ン

以
来
、
多
く
の
市
民
に
ご
利
用
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
「
情
報
未
来
館
」
は
、マ
ル
チ

メ
ディ
ア
児
童
館
と
し
て
の
機
能
を
有

す
る
施
設
で
あ
り
、
次
代
を
担
う
子

ど
も
た
ち
が
、
想
像
力
と
研
究
心
を

育
む
と
共
に
、
そ
の
運
営
を
ボ
ラ
ン

ティ
ア
で
行
う
こ
と
に
よ
り
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
十
三
年
度

に
は
、
総
務
省
の
補
助
事
業
を
受
け
、
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市
立
図
書
館
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
市

民
と
図
書
館
間
の
双
方
向
、
さ
ら
に

は
、
都
留
文
科
大
学
図
書
館
と
一
体

と
な
っ
た
市
民
活
動
型
の
図
書
館
運

営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

協
働
型
地
域
づ
く
り
シ
ス
テ
ム

の
構
築

家
庭
・
地
域
・
行
政
の
役
割
を
見
直

す
と
共
に
、
活
力
が
あ
り
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て

い
く
た
め
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
な

ど
の
市
民
活
動
の
活
性
化
は
、
不
可

欠
と
な
り
ま
す
。

本
市
で
は
、
平
成
十
二
年
三
月
に
、

男
女
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成

す
る
た
め
、
全
国
に
先
駆
け
て
、「
都

留
市
男
女
共
同
参
画
基
本
条
例
」
を

制
定
し
、
ま
た
、
本
年
四
月
、
市
民
と

行
政
と
事
業
者
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
の
構
築
を
目
指
し
た
、
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、「
都
留

市
市
民
活
動
推
進
条
例
」が
、
市
民
の

手
で
進
め
ら
れ
、
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
協
働
型
地
域
づ
く
り

シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
、
大
き
な
牽

引
力
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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協
働
型
地
域
づ
く
り
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
推
進
す
る
本
市
に
と
っ
て
不

可
欠
と
考
え
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ

り
ま
す
。

ま
ず
は
、
地
域
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
実
現
で
す
。
女
性
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
な
ど
か
ら
、

女
性
の
社
会
参
加
は
職
場
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
急
速
に
進
ん
で

お
り
、
現
在
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や

教
育
文
化
活
動
な
ど
の
地
域
に
お
け

る
活
動
で
は
女
性
が
中
心
的
な
担
い

手
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
方

で
は
、
家
事
や
育
児
、
介
護
な
ど
の
負

担
が
女
性
の
社
会
参
加
へ
の
大
き
な

障
害
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
「
男
は
仕

事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
考
え
方
に

代
表
さ
れ
る
男
女
の
固
定
的
な
性
別

役
割
分
担
意
識
は
根
強
く
残
さ
れ
、

女
性
の
能
力
の
発
揮
を
妨
げ
、
女
性

の
生
き
方
の
選
択
肢
を
狭
め
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
固
定
的
な
役
割
分
担

意
識
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
が
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

か
ら
、
本
市
で
は
、
平
成
十
二
年
三
月

に
全
国
に
先
駆
け
て
、
男
女
間
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成
す
る
た
め
「
都

留
市
男
女
共
同
参
画
基
本
条
例
」
を

制
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
度
よ

り
、
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
向

上
を
目
指
し
て
、
女
性
塾
も
開
催
し

て
お
り
ま
す
が
、
今
後
、
女
性
の
起
業

家
支
援
を
目
指
し
て
、
女
性
の
社
会

参
加
の
促
進
に
向
け
た
取
り
組
み
を

積
極
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N

P
O
な
ど
の
市
民
活
動
の
活
性
化
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識

に
応
じ
て
活
動
テ
ー
マ
、
活
動
内
容
を

決
定
し
て
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

N
P
O
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

り
、
地
域
に
よ
っ
て
活
動
状
況
も
異
な

っ
て
い
ま
す
が
、
な
か
で
も
、
地
域
に

根
ざ
し
、
住
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
き

め
こ
ま
か
く
、
し
か
も
迅
速
に
応
え

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
な
ど
は
地

域
活
動
を
支
え
る
主
体
の
一
つ
と
し

て
幅
広
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。
本
年
四
月
、
市
民

と
行
政
と
事
業
者
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
構
築
を
目
指
し
た
、
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
「
都

留
市
市
民
活
動
推
進
条
例
」
が
市
民

の
手
で
進
め
ら
れ
、
施
行
さ
れ
ま
し

た
。今

後
、「
都
留
市
男
女
共
同
参
画
基

本
条
例
」
と
、「
都
留
市
市
民
活
動
推

進
条
例
」は
、
協
働
型
地
域
づ
く
り
を

進
め
る
上
で
、
重
要
な
ツ
ー
ル
と
な
る

も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
ま
す
。

本
市
の
市
民
活
動
の
状
況
に
つ
い

て
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
登
録
し
て
い

る
ボ
ラ
ン
ティ
ア
数
は
個
人
ボ
ラ
ン
ティ

ア
が
１
７
６
人
、
団
体
が
67
団
体
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
活
動
分
野
に
お
い
て

は
福
祉
施
設
が
22
団
体
で
あ
る
の
を

は
じ
め
、
福
祉
行
事
、
環
境
・
自
然
保

護
な
ど
の
幅
広
い
分
野
で
活
動
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
市
民
活
動
は
、
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自
発
性
に
基
づ
く
た
め
実
態
の
把
握

が
難
し
く
、
市
民
間
の
情
報
流
通
が
乏

し
い
の
が
現
実
で
あ
り
、
お
互
い
の
活

動
を
知
り
、
情
報
を
交
換
し
、
市
民
活

動
団
体
同
士
の
協
働
が
生
ま
れ
る
よ

う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
や
各
々
の

活
動
に
関
す
る
情
報
の
共
有
化
が
求

め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
活
動
を

行
っ
て
い
る
市
民
活
動
の
支
援
と
並
行

し
て
、
市
民
活
動
を
始
め
た
い
と
考
え

る
市
民
の「
は
じ
め
の
一
歩
」を
後
押

し
す
る
こ
と
や
、
市
民
活
動
に
参
加
す

る
自
発
的
市
民
の
輪
を
広
げ
る
こ
と

の
重
要
性
、
ま
た
、
市
民
相
互
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
と
同
時
に
、
市
民
相

互
の
意
見
を
集
約
し
、
行
政
と
市
民
と

の
間
を
媒
介
す
る
中
間
組
織
の
必
要

性
も
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
実
現
に
向
け
て
、
平
成
十
三
年

十
二
月
に
、
市
民
団
体
を
中
心
に「
ま

ち
づ
く
り
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
設

立
準
備
会
」が
発
足
さ
れ
、
市
民
活
動

団
体
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の

必
要
性
や
支
援
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い

て
協
議
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。
同
会

は
、
市
民
団
体
同
士
が
情
報
交
換
を
行

え
る
体
制
づ
く
り
や
、
市
民
活
動
を
把

握
し
市
民
活
動
を
始
め
る
市
民
へ
の
ア

ド
バ
イ
ス
等
を
行
う
体
制
づ
く
り
の
必

要
性
か
ら
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の

設
置
を
含
め
た
提
言
書
を
取
り
ま
と

め
、
平
成
十
四
年
十
一
月
に
提
言
書
が

市
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
本
年
一
月
に
市
民
活

動
推
進
の
た
め
の
条
例
や
市
民
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
を
市
民
が
主

体
と
な
り
協
議
す
る
た
め
の「
都
留
市

ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
推
進
懇
話
会
」

を
設
置
し
、
直
ち
に
市
民
活
動
推
進
の

た
め
の
条
例
案
づ
く
り
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
自
己

決
定
・
自
己
責
任
の
原
則
に
基
づ
き
、

自
分
の
足
で
立
つ
地
域
づ
く
り
を
目

指
し
、
ボ
ラ
ン
ティ
ア
や
N
P
O
な
ど
の

市
民
活
動
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、

市
民
と
の
連
携
・
協
力
を
強
化
し
、
共

に
考
え
、
共
に
行
動
し
、
共
に
創
る
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

同
年
四
月
に
市
民
の
手
づ
く
り
に
よ

る「
都
留
市
市
民
活
動
推
進
条
例
」が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

市
民
活
動
の
推
進
を
目
的
と
し
た

条
例
は
、
県
内
で
は
初
め
て
で
あ
り
、

市
民
に
で
き
る
だ
け
基
本
理
念
を
わ

か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
前
文
な
ど

を
設
け
、
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
が

求
め
ら
れ
る
時
代
の
中
で
、
市
民
活
動

が
活
性
化
し
て
い
く
た
め
の
環
境
整
備

の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
も
の
で
す
。

「
市
民
活
動
推
進
条
例
」の
施
行
を

受
け
、
今
後
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

含
め
た
市
民
活
動
の
推
進
を
ど
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
が
課
題
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
推
進
策
と
し
て
、
同
条
例
の
中
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に
市
民
活
動
推
進
の
た
め
の
具
体
的
な

対
策
と
し
て
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

を
設
置
す
る
こ
と
を
盛
り
込
み
、
市
民

活
動
の
拠
点
と
な
る「
ま
ち
づ
く
り
市

民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」を
設
置
し
ま

し
た
。

主
に
事
業
と
し
て
は
、
市
民
活
動
団

体（
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
・
ボ
ラ

ン
ティ
ア
団
体
・
N
P
O
法
人
な
ど
）と

連
携
を
取
り
な
が
ら
、
市
民
活
動
が
活

発
に
行
わ
れ
る
環
境
づ
く
り
や
市
民
活

動
団
体
に
対
し
て
、
そ
の
自
立
化
を
支

援
す
る
た
め
に
市
民
活
動
に
関
す
る
情

報
の
収
集
・
提
供
及
び
相
談
、
市
民
活

動
推
進
の
た
め
の
施
設
及
び
設
備
の
提

供
、
市
民
活
動
推
進
の
た
め
の
啓
発
活

動
・
調
査
・
研
究
及
び
政
策
提
言
な
ど

を
行
い
な
が
ら
支
援
し
て
い
き
、
ま
た
、

市
民
活
動
を
推
進
す
る
の
に
必
要
な
調

査
や
同
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
審

議
す
る
市
民
活
動
推
進
委
員
会
を
設
置

し
、
学
識
経
験
者
・
市
民
活
動
団
体
関

係
者
な
ど
で
構
成
す
る
委
員
を
も
っ
て

積
極
的
に
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ボ
ラ
ン
ティ
ア
や

N
P
O
な
ど
市
民
活
動
支
援
の
た
め
、

I
T
を
活
用
し
、
情
報
を
媒
体
と
し
た

市
民
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興
な

ど
、
新
た
な
雇
用
の
創
出
に
よ
る
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
ティ
の
活
性
化
を
目
指
し
て
お

り
、
こ
の
度
、
総
務
省
の
事
業
で
あ
る

「
e
―
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
」に
支
援

セ
ン
タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る「
ハ
ー
ト

フ
ル
ネ
ッ
ト
都
留
シ
ス
テ
ム
」構
築
事
業

が
全
国
１
０
０
ヶ
所
の
一
つ
と
し
て
採

択
さ
れ
、
現
在
、
同
セ
ン
タ
ー
を
拠
点

と
し
、
I
T
で
広
が
る
市
民
活
動
の
輪

を
確
立
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
構
築
を

進
め
て
お
り
ま
す
。

本
事
業
で
構
築
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、

二
つ
の
機
能
か
ら
な
り
、
市
民
の
日
常

生
活
で
発
生
す
る
様
々
な
隠
れ
た
ニ
ー

ズ
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
可

能
な
N
P
O
団
体
、
業
者
な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
と
ニ
ー
ズ
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
の
地
域
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
で
す
。
支
援
可

能
な
個
人
や
団
体
な
ど
を
登
録
す
る

こ
と
に
よ
り
、
支
援
の
依
頼
と
提
供
の

調
整
が
可
能
と
な
り
、
報
酬
な
ど
の
条
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件
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
が
成
立
し
ま
す
。
例
え
ば
、

子
ど
も
一
時
預
か
り
、
高
齢
者
や
障
害

者
に
対
す
る

介
護
・
家
事

手
伝
い
・
買

物
代
行
な
ど

の
支
援
の
依

頼
や
提
供
、

住
宅
修
繕
の

相
談
や
実

施
、
安
心
・

安
全
食
材
の

供
給
、
家
庭

内
の
不
要
品

な
ど
の
ネ
ッ

ト
販
売
な
ど

が
可
能
と
な

り
ま
す
。

こ
れ
ら

は
、
地
域
内

で
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ

ス
の
起
業
化

支
援
に
も
つ

な
が
る
も
の

と
思
わ
れ
ま

す
し
、
特
に
、

女
性
の
社
会

参
加
に
大
い

に
寄
与
す
る

も
の
と
し
て

期
待
し
て
お

り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
市
内
の
ボ
ラ
ン
ティ

ア
サ
ー
ク
ル
、
市
民
団
体
、
個
人（
商

店
・
企
業
）な
ど
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ

た
者
が
自
由
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情

報
を
受
発
信
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム
で
す
。
小
さ

な
グ
ル
ー
プ
や
サ
ー
ク
ル
の
一
つ
一
つ

が
有
機
的
に
連
鎖
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
が
生
ま
れ
、
新

し
い
人
と
人
と
の
出
会
い
が
、コ
ミ
ュ
ニ

ティ
を
よ
り
豊
か
な
生
活
の
場
へ
と
変

え
て
い
き
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
た
市
民
に
よ
る
地
域
づ
く
り

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
市
民
と
市
民
の
新
た

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
づ
く
り
が

形
成
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
運
営
に
あ
た
り
、
I
T
を

利
用
で
き
な
い
高
齢
者
な
ど
の
市
民

に
対
し
て
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ

れ
て
い
る
N
P
O
、
ボ
ラ
ン
ティ
ア
な
ど

に
よ
る
支
援
体
制
を
整
備
す
る
と
共

に
、
高
齢
者
や
障
害
者
が
こ
れ
ら
の
シ

ス
テ
ム
を
活
用
し
、
社
会
参
加
が
可
能

と
な
る
よ
う
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

社
会
情
勢
の
様
々
な
変
化
に
伴
い
、

物
質
的
な
豊
か
さ
か
ら
心
の
豊
か
さ
へ

と
人
々
の
意
識
は
推
移
し
、
新
た
な
課

題
に
対
応
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
が
急
が

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
自
分
で
は
何
が
で
き
る
の
か
を

考
え
、
自
己
の
責
任
の
基
に
行
動
す

る
、
市
民
が
主
体
と
な
っ
た
ま
ち
づ
く

り
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は
、
一

人
ひ
と
り
の
市
民
、
ボ
ラ
ン
ティ
ア
、
N

P
O
、
そ
の
他
の
様
々
な
市
民
活
動
を

行
う
も
の
や
関
係
機
関
、
事
業
者
、
行

政
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
理
解
し
、
尊

重
し
合
い
、
対
等
の
立
場
で
連
携
・
協

力
す
る
こ
と
に
よ
り
何
倍
も
の
力
が

発
揮
で
き
る
の
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
、
今
後

期
待
さ
れ
る
市
民
活
動
の
自
主
性
及

び
自
発
性
を
促
し
、
そ
の
分
野
の
環
境

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
、
市

民
活
動
を
行
う
も
の
、
事
業
者
及
び
本

市
が
一
体
と
な
り
、
共
に
考
え
、
共
に

行
動
し
、
共
に
創
る
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
、
市
民
活
動
の
活
性
化
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

本
市
で
は
、
目
指
す
べ
き
社
会
像
の

一
つ
と
し
て「
互
恵
・
共
生
社
会
」を
位

置
づ
け
、
そ
の
具
現
化
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
が
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
向
け
て
、
ま
ち
づ
く
り
市
民
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、「
e
―
ま

ち
づ
く
り
交
付
金
」は
、
今
後
大
き
な

役
割
を
担
う
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
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昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
代
の
日
本

は
高
度
経
済
成
長
に
伴
い
悲
惨
な
産

業
公
害
や
自
然
環
境
の
破
壊
を
経
験

し
ま
し
た
。
昭
和
50
年
代
に
は
い
る

と
、
都
市
化
の
進
展
や
生
活
様
式
の

変
化
と
と
も
に
、
生
活
排
水
が
原
因

に
よ
る
水
質
汚
濁
や
自
動
車
排
気
ガ

ス
に
よ
る
大
気
汚
染
な
ど
、
都
市
・

生
活
型
公
害
が
顕
在
化
し
て
き
ま
し

た
。
ま
た
、
昭
和
60
年
代
に
は
、
地

球
温
暖
化
、
酸
性
雨
、
オ
ゾ
ン
層
の

破
壊
な
ど
、い
わ
ゆ
る「
地
球
環
境
問

題
」が
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
な
ど
、
有

害
科
学
物
質
に
よ
る
健
康
被
害
の
懸

念
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
平

成
４
年
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
で「
地
球
サ
ミ

ッ
ト
」、
平
成
９
年
に
は「
第
３
回
気

候
温
暖
化
防
止
会
議
」が
京
都
市
で

開
催
さ
れ
、
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の

削
減
目
標
が
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
地

球
環
境
問
題
に
対
す
る
国
際
的
な
取

組
み
が
本
格
的
に
始
動
し
て
き
ま
し

た
。わ

が
国
に
お
い
て
も
、
環
境
政
策

の
新
し
い
理
念
や
政
策
の
枠
組
み
を

確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
の

も
と
、
平
成
５
年
に「
環
境
基
本
法
」

が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
平
成

６
年
に
わ
が
国
初
の
総
合
的
環
境
計

画
と
し
て
国
の「
環
境
基
本
計
画
」が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
地

方
公
共
団
体
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と

し
て
、「
地
域
の
環
境
保
全
に
関
す
る

基
本
的
な
計
画
の
策
定
」が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

甲
府
市
に
お
い
て
は
、
秩
父
多
摩

甲
斐
国
立
公
園
に
代
表
さ
れ
る
水
と

緑
の
自
然
環
境
に
加
え
て
、
武
田
信

玄
公
の
時
代
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
甲

府
城
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
て
き
た

歴
史
の
あ
る
ま
ち
で
あ
り
な
が
ら

も
、
自
動
車
排
気
ガ
ス
等
に
よ
る
大

気
汚
染
、
工
場
周
辺
に
お
け
る
土
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壌
・
地
下
水
汚
染
、
山
林
開
発
に
よ

る
生
態
系
へ
の
影
響
、
廃
棄
物
の
増

大
な
ど
、
市
民
生
活
に
密
着
し
た
問

題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

今
日
の
環
境
問
題
は
、
従
来
の
産

業
公
害
の
よ
う
に
被
害
者
と
加
害
者

が
明
確
に
区
分
で
き
ず
、
日
常
の
生

活
や
通
常
の
企
業
活
動
が
環
境
汚
染

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

全
て
の
人
が
加
害
者
で
あ
り
、
全
て

の
人
が
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
構
図

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
環
境

問
題
の
解
決
に
は
、
生
活
様
式
そ
の

も
の
を
変
え
て
い
く
こ
と
や
、
従
来

の
企
業
活
動
の
仕
組
み
を
変
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
人
々
の

意
識
改
革
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
本
市

に
お
い
て
は
平
成
13
年
度
か
ら
、
こ

れ
ら
の
環
境
問
題
に
対
す
る
施
策
を

展
開
し
て
い
く
う
え
で
最
も
基
本
と

な
る
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

そ
し
て
平
成
15
年
３
月
、
基
本
条

例
に
定
め
ら
れ
た
環
境
の
保
全
及
び

創
造
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ

計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め「
甲
府

市
環
境
基
本
計
画
」を
策
定
し
ま
し

た
。
こ
の
計
画
は
甲
府
市
が
環
境
行

政
を
展
開
し
て
い
く
上
で
最
も
基
本

と
な
る
計
画
で
あ
り
、
地
球
温
暖
化

計
画
と
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
は
、

本
計
画
中
の
個
別
計
画
に
位
置
す
る

も
の
に
な
り
ま
す
。

甲
府
市
に
お
け
る
環
境
施
策
は
、

市
民
生
活
に
お
け
る
環
境
問
題
に
対

応
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
目
覚
し
い
経
済
発
展
を
と
げ

た
昭
和
40
年
代
は
、
同
時
に
大
気
汚

染
、
水
質
汚
染
な
ど
の
環
境
問
題
を

引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
甲
府
市
で
は
、
昭
和
47
年

「
甲
府
市
公
害
防
止
条
例
」を
制
定

し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
環
境
問
題
は
、
廃
棄
物

処
理
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
、
環
境
ホ
ル
モ

ン
と
い
っ
た
化
学
物
質
に
よ
る
汚
染

問
題
、
酸
性
雨
や
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、

地
球
温
暖
化
な
ど
の
地
球
規
模
に
よ

る
環
境
問
題
な
ど
実
に
広
範
囲
に
わ

た
り
、
し
か
も
複
雑
多
岐
に
わ
た
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
平
成
13
年
３

月「
甲
府
市
環
境
基
本
条
例
」を
制
定

し
、
い
わ
ゆ
る
公
害
以
外
の
環
境
問

題
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
施
策
の
展

開
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
緊
急

課
題
と
さ
れ
て
い
た
、
地
球
温
暖
化

問
題
に
つ
い
て
は「
甲
府
市
地
球
温
暖

化
対
策
推
進
計
画
」を
平
成
13
年
３

月
に
策
定
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削

減
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ

ー
問
題
に
つ
い
て
は
平
成
14
年
３
月

「
甲
府
市
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ

ン
」を
策
定
し
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
推
進
を
積
極
的

に
図
っ
て
い
ま
す
。

■甲府市環境基本計画と他の計画との関係



（1）
計
画
期
間

目
指
す
べ
き
環
境
像
や
総
括
的
目

標
を
達
成
す
る
た
め
の
本
計
画
の
実

行
期
間
は
、
２
０
０
３
年
度（
平
成

15
年
度
）〜
２
０
１
２
年
度（
平
成
24

年
度
）の
10
年
間
と
し
ま
す
。
こ
の
期

間
を
、
具
体
的
目
標
を
達
成
す
る
た

め
の
実
行
期
間
と
し
て
、
第
１
期
間

（
平
成
15
〜
17
年
度
）、
第
２
期
間

（
平
成
18
年
度
〜
20
年
度
）、
第
３
期

間（
平
成
21
年
度
〜
24
年
度
）の
３
期

間
に
区
分
し
て
い
ま
す
。
こ
の
期
間

中
は
必
要
に
応
じ
て
随
時
、
あ
る
い

は
最
低
３
年
に
１
回
は
計
画
の
見
直

し
を
実
施
し
ま
す
。

（2）
対
象
地
域

本
計
画
の
施
策
を
実
施
す
る
対
象

地
域
は
、
基
本
的
に
甲
府
市
全
域
と

し
ま
す
が
、
市
町
村
合
併
等
を
視
野

に
入
れ
、
周
辺
地
域
と
の
広
域
的
連

携
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

（3）
対
象
分
野

本
計
画
の
施
策
を
実
施
す
る
対
象

分
野
は
、
環
境
問
題
を
総
合
的
に
と

ら
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
19

分
野
と
し
ま
し
た
。

【
環
境
負
荷
】

水
質
汚
濁
防
止
、
廃
棄
物
対
策
、

大
気
汚
染
・
悪
臭
防
止
、
土
壌
・
地
下

水
汚
染
防
止
、
化
学
物
質
管
理
の
徹

底
、
騒
音
・
振
動
防
止
、
地
盤
沈
下

防
止
、
光
害
防
止

【
自
然
環
境
】

水
環
境
保
全
、
緑
地
保
全
、
生
物

保
護

【
快
適
環
境
】

景
観
保
全
、
福
祉
、
歴
史
・
文
化

保
全
、
防
災

【
地
球
環
境
】

地
球
温
暖
化
防
止
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

節
減
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
防
止
、
酸
性

雨
防
止

（4）

重
点
施
策

本
計
画
で
は
、
甲
府
市
に
お
け
る

環
境
問
題
の
う
ち
状
態
の
深
刻
さ
や

事
象
の
不
可
逆
性
と
い
う
観
点
か

ら
、
次
の
11
項
目
を
重
点
的
に
取
り

組
む
施
策
と
し
ま
し
た
。

①
山
林
部
や
市
街
化
調
整
区
域
等

の
緑
地
地
域
の
保
全
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本
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た
り
、

平
成
13
年
度
に
、
有
識
者
や
各
種
団

体
代
表
者
、
公
募
に
よ
る
市
民
委
員

か
ら
構
成
さ
れ
る
環
境
審
議
会
と
、

各
地
区
の
代
表
者
か
ら
な
る
市
民
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
設
置
し
、
２
年
間
に

わ
た
っ
て
審
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
各
地
区
に
お
い
て
説
明
会
を

開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多

く
の
市
民
意
見
の
反
映
に
努
め
ま
し

た
。策

定
過
程
に
お
い
て
市
民
参
加
が

果
た
す
役
割
と
し
て
、
問
題
提
起
、

情
報
提
供
、
政
策
提
案
、
行
政
監
視

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
市

民
の
環
境
権
の
実
現
を
図
る
の
が
環

境
行
政
の
使
命
で
す
か
ら
、
最
終
決

定
責
任
は
行
政
に
あ
る
と
し
て
も
、

策
定
に
際
し
て
、
市
民
意
見
を
踏
ま

え
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
市
民
意
見
と
い
っ

て
も
賛
成
か
ら
反
対
ま
で
極
め
て
多

様
で
あ
り
、
そ
れ
を
全
て
反
映
さ
せ

る
の
は
不
可
能
で
す
。
行
政
の
役
割

と
し
て
そ
う
し
た
多
様
な
意
見
を
調

整
し
て
、
一
定
の
方
向
に
ま
と
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
基
本
計
画
に
基
づ
い
た
行

政
指
導
に
権
威
を
持
た
せ
、
行
政
手

続
条
例
の
運
用
に
お
い
て
も
そ
れ
な

り
の
敬
意
を
払
わ
れ
る
よ
う
な
も
の

に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
計
画
が
行
政
の
み
で
作
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
民
主
的
過
程

を
経
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
が
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。
市
民
の
議
論

と
調
整
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
計

画
な
ら
ば
、
対
世
的
に
も
か
な
り
強

い
事
実
上
の
拘
束
的
効
果
が
生
じ
る

と
と
も
に
、
正
当
性
も
生
ま
れ
て
き

ま
す
。
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②
野
生
生
物
と
そ
の
生
息
環
境
保

護
③
健
全
な
水
循
環
の
確
保
、
水
辺

の
保
全

④
山
林
部
や
河
川
敷
に
お
け
る
不

法
投
棄
の
防
止

⑤
ご
み
の
発
生
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
の
構
築

⑥
自
動
車
排
ガ
ス
の
抑
制
、
ク
リ
ー

ン
化

⑦
農
用
地
や
工
場
敷
地
に
お
け
る

土
壌
・
地
下
水
汚
染
の
把
握
お

よ
び
対
策

⑧
化
学
物
質
管
理
の
徹
底

⑨
電
磁
波
の
リ
ス
ク
対
策

⑩
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
抑
制

⑪
環
境
教
育
の
推
進

本
計
画
で
示
さ
れ
た
施
策
や
環
境

行
動
が
実
践
さ
れ
、
甲
府
市
の
環
境

保
全
と
創
造
に
継
続
的
に
寄
与
し
て

い
く
た
め
に
は
、
施
策
実
現
の
程
度

や
環
境
行
動
の
実
践
状
況
な
ど
に
つ

い
て
、
そ
の
進
捗
を
確
認
し
て
い
く

シ
ス
テ
ム
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
と
い
う
手
法
を
使
っ
て

進
捗
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来

の
よ
う
に
部
分
的
で
あ
っ
た
環
境
へ

の
取
り
組
み
を
全
体
的
な
も
の
へ
と

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
本
計
画
で
掲

げ
た
各
施
策
に
対
す
る
達
成
状
況
を

毎
年
、
環
境
審
議
会
に
お
い
て
報

告
・
把
握
・
検
討
を
行
い
、
常
に
継
続

的
な
改
善
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

進
捗
状
況
の
把
握
方
法
と
し
て
、

「
数
値
目
標
」と「
環
境
行
動
実
践
目

標
」の
２
つ
の
目
標
を
設
定
し
て
い
き

ま
す
。「
数
値
目
標
」は
、
甲
府
市
の

目
指
す
べ
き
環
境
像
を
、
客
観
的
な

指
標
を
用
い
て
表
し
た
も
の
で
す
。

目
標
を
表
す
指
標
に
は
、
甲
府
市
全

体
と
し
て
計
画
の
進
捗
状
況
を
把
握

す
る
た
め
に
数
値
化
で
き
る
も
の
を

選
ん
で
い
ま
す
。「
環
境
行
動
実
践
目

標
」は
、
数
値
目
標
の
達
成
に
向
け

て
、
日
常
生
活
の
行
動
の
中
で
一
つ

一
つ
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る

も
の
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
行
動

す
る
人
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
、

ま
た
、
実
践
の
程
度
が
把
握
で
き
る

も
の
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
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昨
年
一
二
月
、
い
わ
ゆ
る「
行
政

手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
関
係
三
法
」が

成
立
し
た
。
三
法
と
は
、「
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律（
平
成
一
四
年
法

律
第
一
五
一
号
）」（「
行
政
手
続
オ
ン

ラ
イ
ン
化
法
」）、「
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律（
平
成

一
四
年
法
律
第
一
五
二
号
）」（「
行
政

手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
整
備
法
」）及
び

「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体

の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律（
平
成

一
四
年
法
律
第
一
五
三
号
）」（「
公
的

個
人
認
証
法
」）を
言
い
、
Ｉ
Ｔ
社
会

に
お
け
る
行
政
手
続
の
電
子
化
に
向

け
て
の
法
制
の
一
端
が
整
備
さ
れ

た
。ま

た
、
本
年
五
月
二
三
日
に
は
、

Ｉ
Ｔ
社
会
の
進
展
の
中
で
配
慮
し
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
個
人
情
報
の
保

護
を
進
め
て
い
く
た
め「
個
人
情
報

保
護
関
連
五
法
」が
成
立
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
Ｉ
Ｔ
社
会
に

向
け
て
の
社
会
制
度
や
電
子
政
府
・

自
治
体
に
向
け
て
の
行
政
制
度
の
整

備
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て

も
こ
れ
ら
の
国
の
法
制
と
同
様
に
、

新
し
い
制
度
に
ふ
さ
わ
し
い
法
制
を

整
備
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
制
は
、
有
史
以
来「
紙
」や

「
対
面
」で
行
わ
れ
て
き
た
行
政
手
続

を
、「
電
子
」
上
に
お
い
て
も「
紙
」と

同
等
に
行
え
る
よ
う
に
行
政
手
続
を

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
、
こ
れ

ま
で
の「
紙
」や「
対
面
」で
行
わ
れ
て

き
た
行
政
手
続
を
電
子
化
す
る
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
電
子
化
に
応
じ

た
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
な
組
織
や

執
行
体
制
を
含
む
業
務
改
革
を
行
っ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
法
は
、

申
請
、
届
出
等
を
は
じ
め
と
す
る
法

令
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
に
つ
い
て
、

書
面
に
よ
る
手
続
に
加
え
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
手
続
も
同
等
に
行
え
る
よ

う
、
必
要
な
法
整
備
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
。

こ
の
法
律
は
、
個
別
法
令
に
よ
る

様
々
な
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
あ

た
り
必
要
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、

個
別
法
令
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
通

則
的
に
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
こ
と

に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
可
能
と
し

た
。な

お
、
こ
の
法
律
は
、
本
年
二
月

三
日
に
施
行
さ
れ
、
各
地
方
公
共
団

体
は
、
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

﹇
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
法
の
概
要
﹈

①
対
象
と
な
る
行
政
手
続
等

（
法
第
二
条
第
一
号
等
）

こ
の
法
律
の
対
象
と
な
る
行
政
手

続
等
は
、
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く

命
令（
政
令
及
び
府
省
令
）に
基
づ
く

行
政
手
続
等
で
あ
り
、
地
方
公
共
団

体
の
条
例
及
び
規
則
に
基
づ
く
行
政

手
続
等
は
対
象
と
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
条
例
及
び
規
則
に
基
づ
く
行
政

手
続
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
て
い
く

場
合
、
各
地
方
公
共
団
体
は
オ
ン
ラ

イ
ン
化
を
可
能
と
す
る
法
制
を
別
途

整
備
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
こ
の
法
律
と

同
様
全
て
の
条
例
及
び
規
則
に
基
づ

く
行
政
手
続
等
を
対
象
と
す
る
通
則

条
例
を
制
定
す
る
の
か
、
個
々
の
条

例
規
則
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の

支
障
と
な
る
規
定
を
個
々
に
改
正
し

て
い
く
の
か
と
い
う
二
つ
の
方
法
が

考
え
ら
れ
る
。
市
町
村
の
場
合
、
条

例
及
び
規
則
に
基
づ
く
行
政
手
続
等

は
、
あ
ま
り
多
く
な
く
後
者
の
方
法

が
多
く
採
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

②
対
象
と
な
る
行
政
機
関
等

（
法
第
二
条
第
二
号
等
）

国
の
機
関
の
外
、
議
会
を
除
く
地

方
公
共
団
体
が
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
、

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法

人
と
し
て
共
済
組
合
等
も
対
象
と
さ

れ
て
い
る
。

③
申
請
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可
能
規
定

（
法
第
三
条
第
一
項
）

個
々
の
法
令
で「
書
面
に
よ
り
」と

か「
文
書
を
」と
い
う
形
で
規
定
さ
れ

て
い
る
申
請
等
は
有
体
物
で
あ
る
紙

に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
有
効
な
手

続
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
個
々
の

法
令
の
規
定
に
よ
る「
書
面
」
と
か

「
文
書
」に
よ
ら
な
く
と
も
、
主
務
省

令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を

利
用
す
る
こ
と
で
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を

可
能
と
し
た
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
本
条
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、「
法

令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行

う
こ
と
」と
さ
れ
て
い
る
行
政
手
続

で
あ
り
、
法
令
で
申
請
等
行
政
手
続

の
方
法
が
何
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
が
な
い
。

つ
ま
り
、
現
状
で
も
方
法
の
定
め
は

な
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
可
能
な
た

め
で
あ
る
。

④
書
面
等
み
な
し
規
定

（
法
第
三
条
第
二
項
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令

で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利

用
し
て
行
わ
れ
た
も
の
を
、
法
令
等

に
よ
る
書
面
等
に
よ
り
行
っ
た
も
の

と
見
な
す
こ
と
と
な
る
。

⑤
到
達
時
期
規
定
（
第
三
条
第
三
項
）

文
書
が
相
手
に
到
達
し
な
け
れ
ば
、

行
政
処
分
は
有
効
に
成
立
し
た
も
の

と
さ
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
納
税
通

知
書
が
納
税
者
に
到
達
し
な
け
れ
ば

市
町
村
と
住
民
と
の
間
で
税
債
権
は

成
立
し
な
い
。
電
子
上
に
お
い
て
は
、

現
状
、
ど
の
よ
う
な
状
況
を
も
っ
て

相
手
方
に
到
達
し
た
か
明
確
な
規
定

や
慣
習
的
な
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な

い
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
を
法
的
に
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ

た
時
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
と

規
定
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
上
発
生

す
る
疑
義
を
整
理
し
た
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
紙
等
に
よ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
判
例
上
「
文
書

な
ど
が
相
手
方
の
支
配
領
域
に
入
っ

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
相
手
方
が
そ
の

内
容
を
領
地
し
う
る
状
態
に
お
か
れ

れ
ば
足
り
る
」と
さ
れ
、
相
手
方
が

現
実
に
内
容
を
読
み
了
知
す
る
こ
と

ま
で
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
郵
便
等
に
よ
り
相
手
方
の

郵
便
受
け
な
ど
支
配
領
域
に
入
れ
ば

到
達
し
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

⑥
署
名
等
代
替
可
能
規
定

（
第
三
条
第
四
項
）

オ
ン
ラ
イ
ン
上
、
紙
の
上
に
す
る
署

名
や
押
印
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の

代
替
と
し
て「
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
を
も
っ
て
」
代
替
さ
せ
る
こ
と

と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
後
ほ
ど
述

べ
る
公
的
個
人
認
証
制
度
な
ど
の
活

用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

⑦
処
分
通
知
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可

能
規
定
等
　
　
（
第
四
〜
六
条
）
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情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
て
電

子
上
の
申
請
や
商
取
引
を
行
う
に
あ

た
っ
て
は
、
成
り
す
ま
し
、
改
ざ
ん
、

送
信
否
認
な
ど
の
電
子
上
の
特
有
の

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防

ぎ
、
電
子
上
の
文
書
の
信
頼
性
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、「
紙
」に
よ
る
文

書
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
方
法
で
あ

る
印
鑑
と
印
鑑
証
明
と
同
様
な
効
果

を
与
え
る
電
子
上
の
仕
組
み
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
仕
組
み
を
、「
認
証
サ

ー
ビ
ス
」と
い
う
。
既
に
、
電
子
署
名

及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
よ

る
民
間
認
証
機
関
に
よ
る
も
の
と
法

人
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
商
業

登
記
に
基
礎
を
置
く
も
の
が
運
用
さ

れ
て
い
る
が
、
個
人
に
つ
い
て
も
同

様
な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
個
人
を
対
象
と
す

る「
認
証
サ
ー
ビ
ス
」を
制
度
化
す
る

必
要
か
ら
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
個
人
が
利
用
す
る
に
つ

き
、
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、

ま
た
、
安
い
費
用
で
行
え
る
必
要
が

あ
り
、
公
的
な
制
度
と
し
て
都
道
府

県
と
市
町
村
が
連
携
し
て
運
用
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

﹇
公
的
個
人
認
証
法
の
概
要
﹈

①
電
子
署
名
に
つ
い
て（
第
二
条
）

電
子
署
名
と
は
、

・
当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
っ

た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の

・
当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行

わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
）

ま
た
、
そ
の
効
果
と
し
て
、「
本
人

に
よ
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
て
い
る

と
き
は
、
真
正
に
成
立
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。」と
さ
れ
、
電
子
情
報
の

真
正
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
都
道
府
県
と
市
町
村
の
役
割

こ
の
制
度
は
、
都
道
府
県
を
証
明

書
発
行
・
失
効
情
報
管
理
機
関
と

し
、
市
町
村
を
本
人
確
認
機
関
と
し

て
、
電
子
証
明
書
の
発
行
管
理
を
行

う
も
の
で
、
住
民
は
市
町
村
長
に
発

行
申
請
を
行
い
、
市
町
村
長
は
こ
の

申
請
を
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ｌ

Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
）の
回
線
を
利
用
し
て
都

道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
。
ま
た
電

子
証
明
書
の
発
行
に
お
い
て
は
、
都

道
府
県
知
事
は
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
の
回
線

考
え
方
は
申
請
等
と
同
じ
で
あ
る

が
、
行
政
か
ら
の
処
分
通
知
・
閲

覧
・
縦
覧
等
、
ま
た
、
台
帳
な
ど
の

内
部
に
お
け
る
書
類
等
の
作
成
に
つ

い
て
も
主
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
電
子
上
で
行
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。

⑧
地
方
公
共
団
体
の
手
続
に
係
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
の
推
進
等

（
第
九
条
）

地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の

趣
旨
に
の
っ
と
り
、
手
続
に
係
る
情

報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
や
条
例
及
び
規

則
に
基
づ
く
手
続
に
つ
い
て
オ
ン
ラ

イ
ン
化
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講
ず

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
た
。

●１
書
面
等
と
規
定
し
た
条
例
規
則

に
基
づ
く
事
務
な
ど
に
つ
い
て
、
市

町
村
で
オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
を
行
う
場

合
、
関
係
例
規
の
整
備
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

・
申
請
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可
能

規
定
の
整
備

・
書
面
等
み
な
し
規
定
の
整
備

・
到
達
時
期
規
定
の
整
備（
規
定

す
る
か
ど
う
か
を
含
め
て
）

・
署
名
等
代
替
可
能
規
定
の
整
備

・
処
分
通
知
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

可
能
規
定
等
の
整
備

・
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
の

整
備

●２
要
綱
や
予
算
措
置
等
を
根
拠
と

し
て
行
っ
て
い
る
事
務
に
つ
い
て
は
、

条
例
で
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
要
綱
を
条
例
に
引

用
す
る
こ
と
は
法
制
上
で
き
な
い
か

ら
、
個
々
に
そ
の
要
綱
で
対
応
す
る

こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑨
オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
の
状
況
の
公
表

（
第
一
一
条
）

国
等
は
、
毎
年
度
一
回
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
状
況
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
に
公
表

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
自
団
体
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
等
の
状
況
を
公
表（
地
方
公
共

団
体
に
は
、
毎
年
度
一
回
と
い
う
規

定
は
な
い
が
、
年
度
ご
と
に
行
う
こ

と
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
縦
覧
や
作

成
等
は
義
務
規
定
と
は
な
っ
て
い
な

い
。）し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
公
表
方
法
は
、
国
の
各
府
省

の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
相
当
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化

法
と
同
時
に
関
係
法
律
を
整
備
す
る

た
め
の
「
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化

整
備
法
」
が
制
定
さ
れ
、
電
子
上
の

契
約
書
の
代
替
な
ど
地
方
自
治
法
等

の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
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を
利
用
し
て
市
町
村
長
に
通
知
し
、

市
町
村
長
は
住
民
に
電
子
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
事
務
を
効
率
的
・
効
果
的

に
行
う
た
め
、
共
同
し
て
電
子
計
算

機
処
理
を
行
う「
指
定
認
証
機
関
」に

委
任
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

③
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間（

第
五
条
）

三
年
（
住
基
カ
ー
ド
　
一
〇
年
）

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布

の
日（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日
）

か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
と
さ
れ
て

い
る
が
、
国
は
来
年
二
月
の
所
得
税

確
定
申
告
か
ら
利
用
す
る
こ
と
を
予

定
し
て
お
り
、
本
年
九
〜
一
〇
月
に

か
け
て
国
の
事
業
と
し
て
全
国
実
用

試
験
を
行
い
、
本
年
中
に
施
行
さ
せ

本
格
稼
働
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
後
、
市
町
村
が
執
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
措
置

①
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
へ
の
加
入

現
状
、
本
県
に
お
け
る
加
入
は
甲

府
市
の
み
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一

一
月
の
本
格
稼
働
ま
で
に
加
入
し
て

い
る
必
要
が
あ
る
。

②
機
器
の
調
達
整
備

必
要
な
機
器
と
し
て
は
、
●１
鍵
ペ

ア
生
成
装
置
●２
受
付
端
末
●３
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
●４
専
用
プ
リ
ン

タ
が
必
要
と
さ
れ
、
全
国
実
用
試
験

が
行
わ
れ
る
九
月
ま
で
に
は
、
調
達

が
完
了
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な

お
、（
財
）自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
よ
り

こ
れ
ら
の
機
器
を
四
点
セ
ッ
ト
で
調

達
し
た
場
合
に
限
り
、
一
団
体
に
つ

き
六
三
〇
、
〇
〇
〇
円
の
助
成
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。

③
窓
口
の
整
備

こ
れ
ら
の
機
器
を
設
置
す
る
窓
口

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
整
備
が
必
要
と

な
る
。

今
回
成
立
し
た
関
連
五
法
の
内
、

特
に
地
方
公
共
団
体
と
関
連
が
あ
る

の
は
、
基
本
法
と
し
て
社
会
全
般
に

網
を
掛
け
た「
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律（
平
成
一
五
年
法
律
第

五
七
号
）」（「
個
人
情
報
保
護
法
」）と

国
の
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保

護
を
規
定
し
た「
行
政
機
関
の
保
有

す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律（
平
成
一
五
年
法
律
第
五
八
号
）」

■地方公共団体による公的個人認証サービス制度の概要
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（「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
」）と

で
あ
る
。

現
在
、
県
内
に
お
い
て
県
及
び
四

一
市
町
村
（
制
定
率
七
〇．
七
％

平
成
一
五
年
四
月
一
日
現
在
）が
個

人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
し
て
い
る

が
、
未
制
定
の
市
町
村
及
び
法
律
と

の
整
合
性
か
ら
改
正
が
必
要
な
市
町

村
に
あ
っ
て
は
、
行
政
機
関
個
人
情

報
保
護
法
に
対
応
す
る
自
身
を
対
象

と
し
た
条
例
の
制
定
・
改
正
を
至
急

行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
今
回
の
個
人
情
報
保
護
法

制
が
電
子
記
録
の
み
な
ら
ず
、
行
政

記
録
一
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
電
子
計
算
機
処
理
に

関
わ
る
個
人
情
報
の
保
護
の
み
を
規

律
し
て
い
る
団
体
に
お
い
て
は
、
行

政
文
書
一
般
に
及
ぶ
条
例
と
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

次
に
、
国
の
個
人
情
報
保
護
法
制

と
こ
れ
ま
で
地
方
自
治
体
が
制
定
し

て
き
た
個
人
情
報
保
護
条
例
と
の
整

合
性
が
問
題
と
な
る
。
市
町
村
の
個

人
情
報
保
護
条
例
の
中
に
は
、
民
間

事
業
者
等
に
対
す
る
個
人
情
報
の
保

護
を
規
定
し
て
い
る
も
の
が
見
受
け

ら
れ
る
が
、
民
間
事
業
者
や
住
民
の

責
務
規
定
を
置
く
訓
示
規
定
的
な
も

の
と
、
登
録
を
義
務
づ
け
る
規
定
や

勧
告
・
公
表
と
い
う
一
種
の
制
裁
を

定
め
る
実
行
規
定
を
持
つ
条
例
と
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
と
法
と
の
整

合
性
を
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
に
整

理
し
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護

法
で
は
、
こ
れ
ま
で
職
員
に
よ
る
違

法
な
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
公
務
部
内
の
懲
戒
な
ど
に
よ
り
制

度
を
担
保
し
て
き
た
が
、
新
た
に
職

員
等
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
整
備
し

た
。
市
町
村
の
個
人
情
報
保
護
条
例

に
は
、
職
員
の
義
務
違
反
に
対
す
る

刑
罰
の
規
定
を
置
く
も
の
は
な
く
、

法
同
様
、
個
人
情
報
の
保
護
を
運
用

面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
職
員
の
義

務
違
反
に
対
す
る
刑
罰
の
必
要
性
に

つ
い
て
検
討
し
、
制
度
化
す
る
必
要

が
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
ほ
か
新
法
制
で
は
、

行
政
機
関
に
対
す
る
個
人
情
報
の
利

用
停
止
の
制
度
化
、
苦
情
処
理
な
ど
、

個
々
の
市
町
村
の
個
人
情
報
保
護
条

例
と
は
異
な
る
仕
組
み
も
見
受
け
ら

れ
、
各
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町

村
の
個
人
情
報
保
護
条
例
に
つ
い
て

必
要
な
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

こ
の
４
月
、
県
内
で
は
、「
山
梨
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
」が
発
足
し
、

県
内
58
の
全
市
町
村
と
県
が
共
同
し

て
申
請
・
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
な

ど
電
子
自
治
体
の
構
築
に
向
け
て
の

ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
。
こ
の
共
同
化

は
電
子
自
治
体
に
対
応
し
た
組
織
・

執
行
体
制
の
改
革
の
第
一
弾
に
あ
た

る
。
こ
れ
ま
で
、
個
々
の
自
治
体
が

自
己
の
組
織
内
で
対
応
し
て
い
た
電

子
計
算
処
理
を
共
同
処
理
し
、
財
政

負
担
や
要
員
負
担
を
軽
減
す
る
と
と

も
に
、
標
準
化
に
よ
る
住
民
の
Ｉ
Ｔ

利
用
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
今
後
も
、
様
々
な
場
面
で

共
同
化
が
必
要
と
さ
れ
る
。
事
務
を

執
行
処
理
す
る
に
あ
た
り
、
全
て
自

己
の
組
織
内
で
完
結
さ
せ
な
け
れ
ば

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
発
想
を
転
換

し
、
共
同
化
を
含
め
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
最
も
効
率
的
・
効
果
的
に
そ
の

事
務
が
執
行
処
理
で
き
る
の
か
を
考

え
、
一
部
事
務
組
合
に
よ
る
共
同
処

理
は
も
と
よ
り
、
事
務
の
委
託
や
協

議
会
の
設
置
な
ど
そ
の
場
面
に
応
じ

た
共
同
化
を
視
野
に
様
々
な
事
務
事

業
の
工
夫
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
Ｉ

Ｔ
化
や
共
同
化
に
よ
り
、
各
自
治
体

内
の
既
存
の
組
織
や
執
行
体
制
も
変

化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
各
市
町
村
に

は
、
こ
の
変
化
の
波
を
的
確
に
捉
え
、

こ
れ
ま
で
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
き

た
事
務
処
理
方
法
、
事
務
処
理
体
制

に
つ
い
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
十
分

検
討
し
、
時
代
に
最
も
合
っ
た
方
法

や
体
制
の
確
立
に
心
が
け
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。



地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
、
自
治

体
は
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
も

と
、
住
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
た

個
性
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
の
様
々
な
政
策
を
策
定
し
、
実

施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
政
策
の
実
現
の
た
め

に
は
、
自
治
体
職
員
の
政
策
形
成
能

力
や
法
務
能
力
の
向
上
が
必
要
不
可

欠
で
す
。

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下「
分
権
一
括
法
」と
い
う
。）施

行
前
は
、
国
が
決
定
し
地
方
が
実
施

す
る
と
い
う
上
下
主
従
の
関
係
の
も

と
、
国
の
機
関
が
定
め
る
法
令
等
の

規
定
に
よ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
地

方
自
治
体
は
各
種
施
策
を
実
施
し
て

い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
法
令
が
改
正

さ
れ
れ
ば
、
国
か
ら
県
を
通
じ
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
配
ら
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
改

正
作
業
等
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
り
地
方
は
、
国
の
考
え
た
と
お
り

に
政
策
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
を
求

め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
全
国
一
律
の

政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。こ

れ
が
分
権
一
括
法
施
行
後
は
、

こ
れ
ま
で
の
国
が
決
定
し
地
方
が
実

施
す
る
と
い
う
関
係
で
は
な
く
な

り
、
国
・
県
・
市
町
村
は
対
等
・
協
力

の
関
係
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

ま
ず
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
全

て
自
治
体
の
事
務
に
な
っ
た
こ
と
、

自
治
体
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
国
の
関
与
が
一
定
の
ル
ー
ル
化
さ

れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
国
の
専
属
的
事

項
だ
っ
た
法
律
の
解
釈
権
が
自
治
体

に
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

全
て
が
自
治
体
の
事
務
と
な
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
国
の
指
示
ど
お
り
に

実
施
し
て
い
た
事
務
は
な
く
な
り
、

法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て

全
て
の
事
務
に
つ
い
て
、
条
例
を
制
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定
し
う
る
こ
と
と
さ
れ
、
地
域
住
民

の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
反
映
し
た
施
策

等
を
自
ら
の
判
断
で
実
施
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

自
治
体
が
自
己
決
定
・
自
己
責
任

の
も
と
、
法
令
に
違
反
せ
ず
に
条
例

等
を
制
定
し
、
地
域
の
特
色
あ
る
政

策
を
実
施
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

は
、
法
令
の
解
釈
か
ら
条
例
等
の
制

定
・
改
正
の
立
案
ま
で
の
全
て
を
自

治
体
独
自
で
判
断
し
、
実
施
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
ま
た
、
条
例
制
定
権
の
拡
大

に
よ
り
自
治
体
が
自
ら
の
判
断
と
責

任
に
お
い
て
政
策
を
立
案
し
実
施
す

る
領
域
が
広
が
っ
た
分
、
自
治
体
の

政
策
形
成
能
力
、
法
務
能
力
等
に
よ

り
自
治
体
間
の
格
差
が
顕
著
に
現
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
益
々
増
大
す
る
住
民
ニ

ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
た
政
策
実
現
の

た
め
に
も
、
自
治
体
職
員
の
法
務
に

関
す
る
知
識
や
能
力
が
非
常
に
重
要

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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地
方
分
権
の
流
れ
は
、
本
県
町
村

に
お
い
て
も
例
外
な
く
、
独
自
の
自

治
立
法
、
法
解
釈
、
訴
訟
対
応
等
が

増
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
対

応
す
る
た
め
の
体
制
整
備
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
務

対
応
に
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
、
小

規
模
町
村
に
お
い
て
は
法
務
専
任
の

職
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
難
し
く
、

直
ち
に
各
町
村
が
単
独
で
対
応
し
て

い
く
こ
と
は
困
難
な
状
況
で
し
た
。

そ
こ
で
、
本
会
に
お
い
て
平
成
13
年

度
か
ら
町
村
の
法
務
事
務
を
支
援
す

る
た
め
、
町
村
法
務
室
を
設
置
し
ま

し
た
。

町
村
法
務
室
は
、
後
掲
の
町
村
法

務
事
務
支
援
体
制
の
概
念
図
の
と
お

り
組
織
体
制
の
整
備
を
行
い
、
①
情

報
提
供
事
業
②
法
制
助
言
事
業
③
人

材
育
成
事
業
の
３
つ
を
柱
に
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

１
　
事
業
の
内
容

(1)

情
報
提
供
事
業

①
　
既
存
例
規
へ
の
対
応
（
国
・

県
の
法
令
等
の
制
定
、
改
正
及
び
廃

止
に
伴
う
町
村
例
規
へ
の
影
響
情
報

の
提
供
）

準
則
の
廃
止
に
よ
り
、
国
・
県
か

ら
の
情
報
が
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
な

く
な
っ
た
現
在
、
一
番
重
要
と
な
る

の
が
、
法
律
改
正
等
に
よ
る
町
村
例

規
へ
の
影
響
情
報
の
迅
速
な
入
手
で

す
。
本
会
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る

た
め
、
担
当
職
員
が
官
報
等
に
よ
り

独
自
に
入
手
す
る
と
と
も
に
、
民
間

専
門
会
社
と
の
情
報
交
換
に
よ
り
入

手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら

の
情
報
の
各
町
村
へ
の
提
供
方
法
と

し
て
は
、
民
間
会
社
が
発
行
す
る
月

刊
紙「
主
要
法
令
ト
ピ
ッ
ク
ス
」
を
配

布
す
る
と
と
も
に
、
不
定
期
な
が
ら

法
務
室
職
員
が
か
わ
ら
版
風
に
仕
立

て
た「
町
村
法
制
担
当
者
の
た
め
の

ち
ょ
っ
と
し
た
耳
寄
り
情
報
」
を
編

集
し
、
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
っ

て
い
ま
す
。
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、

周
知
の
と
お
り
法
令
改
正
に
伴
う
例

規
整
備
情
報
が
い
ち
早
く
掲
載
さ

れ
、
全
国
の
自
治
体
の
多
く
で
利
用

さ
れ
て
お
り
、
法
令
の
動
き
や
全
国

自
治
体
の
先
進
事
例
等
の
情
報
収
集

に
大
変
有
効
な
も
の
で
す
。
ま
た
、

「
ち
ょ
っ
と
し
た
耳
寄
り
情
報
」は
、

法
務
室
職
員
が
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
関
連

し
た
例
規
整
備
情
報
や
、
法
令
解
釈

等
法
制
担
当
者
の
参
考
に
供
せ
る
内

容
を
Ａ
４
版
数
枚
に
ま
と
め
、
ほ
ぼ

毎
月
発
行
し
て
い
ま
す
。
既
に
、
今

年
５
月
現
在
で
25
号
を
発
行
し
て
お

り
、
予
想
以
上
の
問
い
合
わ
せ
等
が

あ
り
、
今
後
も
法
制
担
当
者
に
と
っ

て
少
し
で
も
参
考
と
な
る
よ
う
な
情

報
収
集
と
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

②
　
例
規
改
正
例
の
提
供
（
国
・

県
の
法
令
等
の
制
定
及
び
改
正
及
び

廃
止
に
伴
う
町
村
例
規
改
正
例
の
提

供
）法

令
等
の
改
正
に
伴
い
、
町
村
例

規
に
改
正
等
の
必
要
が
生
じ
た
場
合

に
、
改
正
例
や
新
旧
対
照
表
等
の
情

報
を
町
村
へ
提
供
し
て
い
ま
す（
一

部
、
国
か
ら
県
を
通
じ
て
提
供
さ
れ

る
例
を
除
く
。）
分
権
一
括
法
施
行

前
は
、
国
か
ら
準
則
と
い
う
か
た
ち

で
、
町
村
の
条
例
・
規
則
等
の
例
が

出
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
法
施

行
後
は
、
地
域
の
特
色
、
自
主
・
自

立
性
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

準
則
は
廃
止
さ
れ
、
限
ら
れ
た
一
部

の
分
野
の
も
の
が「
例
」と
し
て
出
さ

れ
る
だ
け
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
部

分
を
支
援
す
る
た
め
、
町
村
法
務
室

に
お
い
て
例
規
例
を
作
成
し
て
い
ま

す
。こ

れ
ま
で
に
提
供
し
た
も
の
の
一

例
と
し
て
、
公
共
物
管
理
条
例
及
び

施
行
規
則
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に

お
け
る
出
席
停
止
に
関
す
る
規
則
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
全
く
新
た

に
制
定
す
る
も
の
で
、
多
分
に
政
策

的
要
素（
県
内
町
村
の
状
況
や
取
扱

方
法
等
）を
必
要
と
し
た
た
め
、
後

述
す
る
町
村
法
務
研
究
会
に
お

い
て
対
応
し
た
も
の
で
す
。

③
　
市
町
村
例
規
の
参
考
例
「
山

梨
県
市
町
村
条
例
・
規
則
参
考
例
集
」

（
C
D-

R
O
M
版
）の
編
集
・
発
行

県
が
従
来
発
行
し
て
い
た「
山
梨

県
市
町
村
例
規
準
則
集
」
を
基
に
、
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平
成
13
年
度
の
１
年
間
の
編
集
作
業

を
経
て
、
分
権
対
応
版
に
改
訂
し
、

ま
た
、
全
国
自
治
体
の
先
進
的
な
条

例
等
を
収
録
し
た「
山
梨
県
市
町
村

条
例
・
規
則
参
考
例
集
」（
C
D
―
R

O
M
版
）を
県
市
長
会
と
と
も
に
発

行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
市
町

村
に
必
要
な
例
規
は
ほ
ぼ
収
め
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
、
今
後
新
し
い
政
策

を
行
っ
て
い
く
う
え
で
参
考
と
な
る

全
国
自
治
体
の
政
策
条
例
等
も
数
多

く
収
録
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

参
考
例
集
は
、
基
本
的
に
年
２
回
改

正
を
行
い
、
改
正
箇
所
を
分
か
り
易

く
し
た
か
た
ち
で
改
正
版
を
発
行
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
②
で
説
明
し

た
町
村
例
規
の
改
正
例
は
、
こ
の
参

考
例
集
の
内
容
を
基
に
作
成
し
て
い

ま
す
。

④
　
町
村
が
新
た
に
制
定
す
る
例

規
へ
の
対
応

町
村
が
政
策
目
標
実
現
の
た
め
、

新
た
な
条
例
等
を
制
定
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
他
の
自
治
体
に
お
け
る
先

行
事
例
や
、
参
考
と
な
る
情
報
を
収

集
し
提
供
し
て
い
ま
す
。
新
た
な
条

例
等
の
制
定
に
お
い
て
も
、
多
く
の

場
合
に
参
考
と
な
る
条
例
等
が
存
在

す
る
も
の
で
、
そ
の
情
報
を
収
集
す

る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ

れ
を
た
た
き
台
と
し
、
町
村
の
政
策

目
的
実
現
の
た
め
の
独
自
条
例
等
を

制
定
し
て
い
く
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん

合
理
的
な
方
法
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

参
考
例
規
と
全
く
同
じ
で
は
独
自
政

策
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
条
例
の
構

成
や
内
容
等
非
常
に
参
考
と
な
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

⑤
　
そ
の
他
法
制
事
務
に
関
す
る

情
報
へ
の
対
応

法
制
事
務
上
の
参
考
図
書
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
サ
イ
ト
等
の
紹

介
も
し
て
い
ま
す
。

(2)
法
制
執
務
相
談
事
業

個
々
の
町
村
に
お
け
る
例
規
改
正

等
の
際
に
生
じ
る
、
法
制
執
務
上
の

基
本
的
な
事
項
、
法
令
解
釈
等
に
つ

い
て
、
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
の
助

言
を
す
る
と
と
も
に
、
例
規
の
制
定
、

改
正
等
に
お
け
る
精
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。①　

例
規
精
査
　

町
村
が
あ
る
目
的
に
基
づ
き
行
う

例
規
の
制
定
、
改
正
及
び
廃
止
に
関

し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
精
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
精
査
に
つ
い
て
は
、

町
村
が
新
規
に
制
定
す
る
条
例
案
も

数
多
く
あ
り
、
時
間
的
に
充
分
な
余

裕
を
い
た
だ
い
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

依
頼
を
受
け
る
条
例
案
は
、
町
村
に

お
い
て
充
分
な
調
査
、
検
討
が
さ
れ

て
き
て
い
る
た
め
、
法
務
室
と
し
て

は
政
策
的
な
部
分
に
は
立
ち
入
ら

ず
、
形
式
面
等
必
要
最
小
限
の
精
査

と
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

②
　
法
制
執
務
照
会

町
村
か
ら
の
照
会
が
一
番
多
い
の

が
こ
の
法
制
執
務
、
法
令
解
釈
等
に

関
す
る
照
会
で
す
。
例
規
中
の
接
続

詞
の
使
い
方
や
表
の
改
正
方
法
等
基

本
的
な
事
柄
か
ら
改
正
が
非
常
に
複

雑
な
も
の
ま
で
、
あ
る
い
は
、
地
方

自
治
法
の
条
文
の
解
釈
、
実
例
、
判

例
等
幅
広
い
照
会
を
受
け
て
い
ま

す
。(3)

人
材
育
成
事
業

①
　
自
治
体
法
務
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

町
村
職
員
の
政
策
形
成
、
法
務
能

力
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
政
策
法

務
、
自
治
体
法
務
等
に
詳
し
い
大
学

教
授
等
を
講
師
に
招
き
、
毎
年
１
回

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
平

成
13
、
14
年
度
の
開
催
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◎
平
成
13
年
10
月
５
日
　

山
梨
県
自
治
会
館

◎
テ
ー
マ

『
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ

〜
自
治
と
し
て
の
立
法
』

◎
基
調
講
演

「
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
法
務
」

九
州
大
学
大
学
院
教
授木

佐
　
茂
男
氏

◎
事
例
発
表
　

「
全
国
自
治
体
初
の
法
定
外
目
的

税
条
例
　
河
口
湖
遊
漁
税
条
例
」

河
口
湖
町
税
務
課
職
員

◎
平
成
14
年
11
月
15
日
　

山
梨
県
自
治
会
館

◎
テ
ー
マ

『
改
革
と
自
立
の
時
代
の
自
治
体

法
務
』

◎
講
演

「
分
権
時
代
の
自
治
体
法
務
」

立
正
大
学
法
学
部
教
授山

口
　
道
昭
氏

◎
事
例
研
究

「
横
須
賀
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

手
続
条
例
の
検
証
」

立
正
大
学
法
学
部
教
授山

口
　
道
昭
氏

②
　
実
務
研
修
生
の
受
け
入
れ

町
村
法
務
室
の
日
常
業
務
に
携

わ
り
法
務
能
力
の
向
上
を
図
る
た

め
、
町
村
か
ら
町
村
法
務
室
へ
の
職

員
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

法
務
室
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
照

会
が
寄
せ
ら
れ
る
た
め
、
実
務
を
処

理
す
る
こ
と
で
、
よ
り
実
践
的
な
法

務
能
力
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

狙
い
と
し
て
い
ま
す
。
法
務
室
で
の

経
験
を
活
か
し
、
町
村
に
お
け
る
特

色
あ
る
政
策
実
現
の
た
め
の
法
務
事

務
を
担
っ
て
い
け
る
職
員
を
育
成
で

き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
年
度

は
、
高
根
町
か
ら
の
職
員
の
派
遣
を

受
け
て
い
ま
す
。
既
に
、
４
月
か
ら

町
村
か
ら
の
照
会
事
項
等
を
受
け
、

事
案
の
処
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
法
務
事
務
の
基
礎
を
学
ぶ
た
め



に
も
、
今
後
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
等

の
研
修
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、

法
務
室
と
し
て
も
研
修
生
か
ら
実
際

の
現
場
の
状
況
等
を
聞
く
こ
と
に
よ

り
、
机
上
の
作
文
で
は
な
く
、
少
し

で
も
現
場
の
状
況
に
合
わ
せ
た
対
応

が
で
き
る
状
況
と
な
っ
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

2

組
織
体
制

(1)
事
務
局
体
制

町
村
法
務
室
の
事
務
局
は
、
総
務

課
行
政
係
職
員
３
人
で
対
応
し
て
い

ま
す
。

(2)
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

町
村
法
務
室
が
作
成
し
、
町
村
へ

送
付
例
規
改
正
例
等
に
お
け
る
内
容

面
、
形
式
面
、
法
解
釈
等
に
つ
い
て

助
言
を
受
け
る
た
め
、
法
制
関
係
に

精
通
し
た
県
職
員
に
、
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
と
し
て
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。3

民
間
委
託

運
営
に
必
要
な
情
報
収
集
の
た
め

の
業
務
の
一
部
を
民
間
の
専
門
会
社

へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

4

法
務
研
究
会

法
務
研
究
会
は
、
二
つ
の
大
き
な

目
的
を
も
っ
て
設
置
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、「
町
村
法
務
室
版
の
例
規

参
考
例
を
机
上
の
も
の
と
し
な
い
た

め
」で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
町
村

職
員
の
人
材
育
成
」で
す
。

研
究
会
は
、
全
県
的
な
課
題
が
発

生
し
た
場
合
に
、
町
村
会
長
が
指
名

す
る
職
員
10
名
程
度
で
構
成
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

町
村
か
ら
は
、
当
該
課
題
の
原
課

担
当
者
及
び
法
制
担
当
者
が
指
名
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
メ
ン
バ
ー

が
町
村
で
の
実
態
や
今
後
の
進
む
べ

き
方
向
等
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
中

で
一
つ
の
例
規
例
を
作
成
し
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
研
究
会
で
の
成
果
物
に
つ
い

て
は
、
全
町
村
へ
例
と
し
て
提
供
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
法
務
研
究
会
に
お
い
て

検
討
し
、
作
成
し
て
き
た
例
規
は
、
公

共
物
管
理
条
例
及
び
施
行
規
則
と
、

小
・
中
学
校
に
お
け
る
出
席
停
止
に

関
す
る
規
則
で
す
。

こ
う
し
た
研
究
会
を
通
じ
、
参
加

し
た
町
村
職
員
か
ら
は
、
共
通
の
課
題

を
も
っ
た
職
員
が
集
ま
っ
て
い
る
た
め

か
、「
他
町
村
の
状
況
を
聞
く
こ
と
が

で
き
て
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
」「
日

常
業
務
の
中
で
条
例
な
ど
あ
ま
り
意

識
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
業
務
の
基
本

に
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」と
い
っ
た

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
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分
権
一
括
法
施
行
後
の
町
村
を
取

り
巻
く
状
況
は
、
全
国
の
小
規
模
自

治
体
と
い
わ
れ
る
町
村
に
と
っ
て
は
、

全
て
同
じ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、

本
県
町
村
会
と
同
様
に
町
村
の
た
め

の
法
務
事
務
支
援
を
行
っ
て
い
る
都
道

府
県
町
村
会
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

長
崎
県
町
村
会
…
…
…

平
成
13
年
度
か
ら
実
施
。

鹿
児
島
県
町
村
会
…
…

平
成
13
年
度
か
ら
実
施
。

北
海
道
町
村
会
…
…
…

平
成
14
年
度
か
ら
実
施
。

熊
本
県
町
村
会
…
…
…

今
年
度
か
ら
実
施
。

三
重
県
町
村
会
…
…
…

今
年
度
か
ら
実
施
。

今
後
は
、
合
併
等
の
状
況
を
見
据

え
た
中
で
新
た
に
事
業
を
実
施
す
る

と
こ
ろ
も
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
事
業
実
施
の
都
道
府
県
町
村

会
も
、
本
会
と
同
様
①
情
報
提
供
②

法
制
助
言
③
人
材
育
成
の
３
つ
を
柱

に
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
後

は
、
同
じ
課
題
を
も
っ
た
各
町
村
会

間
の
交
流
を
積
極
的
に
図
り
、
情
報

の
共
有
化
や
意
見
交
換
を
行
い
町
村

法
務
室
事
業
の
全
体
的
な
レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

今
後
の
県
内
町
村
の
法
務
事
務

は
、
市
町
村
合
併
の
状
況
に
よ
り
環

境
等
が
変
化
す
る
中
で
、
合
併
に
よ

り
組
織
が
大
き
く
な
り
専
門
の
法
制

担
当
職
員
が
配
置
で
き
る
自
治
体

や
、
組
織
自
体
は
そ
の
ま
ま
で
も
、

町
村
全
体
と
し
て
の
積
極
的
な
取
り

組
み
に
よ
り
職
員
の
法
務
に
対
す
る

イ
ン
セ
ン
ティ
ブ
が
高
ま
り
、
単
独
で

も
充
分
整
備
が
で
き
る
自
治
体
も
出

て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
法
務
室
の
事
業
目
的
は
、

全
て
の
町
村
が
独
自
に
処
理
で
き
る

体
力
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ

れ
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
支
援
を
行
っ

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
業
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
全
国
各
地
の
自
治
体
法
務
を
研

究
し
て
い
る
職
員
と
交
流
を
持
つ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
先
進
自
治
体
に

は
、
県
職
員
、
市
町
村
職
員
、
大
学

教
授
、
弁
護
士
等
を
メ
ン
バ
ー
と
す
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る
自
治
体
の
法
務
を
研
究
す
る
組
織

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
研
究
会
は
任
意

の
も
の
で
、
自
治
体
法
務
に
興
味
が

あ
る
人
が
集
ま
っ
て
政
策
法
務
に
関

す
る
研
究
や
情
報
交
換
等
を
行
い
、

常
に
新
し
い
情
報
の
入
手
や
今
後
重

要
と
な
る
課
題
等
が
議
論
さ
れ
て
い

ま
す
。

分
権
一
括
法
の
施
行
に
よ
り
、
県

と
市
町
村
の
関
係
は
対
等
協
力
の
関

係
と
な
り
ま
し
た
。
本
県
に
お
い
て

も
、
同
じ
地
方
自
治
体
と
し
て
協
力

し
、
と
も
に
検
討
で
き
る
よ
う
な
組

織
が
あ
れ
ば
県
内
市
町
村
全
体
の
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
し
、
多
く
の
最
新
情
報
を
共
有
で

き
、
様
々
な
行
政
課
題
に
も
対
応
し

て
い
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
最
終
的
に
は
、
個
々
の
町
村
の

判
断
と
責
任
に
よ
り
課
題
に
対
応
を

す
る
の
で
す
が
、
時
に
は
県
、
市
、

町
村
が
横
に
連
携
し
、
情
報
交
換
や

行
政
課
題
の
研
究
が
で
き
る
よ
う
な

体
制
が
将
来
的
に
は
望
ま
れ
ま
す
。

県
内
す
べ
て
の
町
村
が
、
自
ら
法

律
を
解
釈
し
、
自
ら
の
判
断
と
責
任

で
条
例
を
制
定
し
、
危
機
管
理
、
情

報
化
、
ま
ち
づ
く
り
等
様
々
な
行
政

課
題
に
対
応
で
き
て
こ
そ
、
地
方
自

治
の
本
旨
に
基
づ
く
真
の
地
方
分
権

の
確
立
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
支
援

を
町
村
法
務
室
は
続
け
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

■町村の法務事務支援体制の概念図
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経
　
緯 

合
併
コ
ー
ナ
ー 

○
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日
に
内
閣
総
理
大
臣
か

ら
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
地
方
行
政

制
度
の
構
造
改
革
」
に
つ
い
て
諮
問
。
 

○
平
成
十
四
年
七
月
一
日
の
総
会
で
「
基
礎
的
自
治

体
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
、
「
大
都
市
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」
、
「
そ
の
他
の
課
題
に
つ
い
て
」
の
五
点
を
調
査

審
議
事
項
に
定
め
、
論
点
整
理
。
 

１
　
基
礎
的
自
治
体
の
あ
り
方

（
１
）地
方
分
権
時
代
の
基
礎
的
自
治
体
の
構

築

○
　
今
後
の
我
が
国
に
お
け
る
行
政
は
、
国
と

地
方
の
役
割
分
担
に
係
る「
補
完
性
の
原
理
」

の
考
え
方
に
基
づ
き
、「
基
礎
的
自
治
体
優

先
の
原
則
」を
こ
れ
ま
で
以
上
に
実
現
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
。

○
　
基
礎
的
自
治
体
の
規
模
・
能
力
は
さ
ら
に

充
実
強
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
こ
れ
に

対
し
て
は
国
と
し
て
積
極
的
な
事
務
や
権
限

の
移
譲
を
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
可
能
な
限

り
基
礎
的
自
治
体
が
住
民
に
身
近
な
事
務

を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

く
べ
き
で
あ
る
。

○
　
地
域
に
お
け
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
の

は
行
政
の
み
で
は
な
く
、
住
民
や
分
権
時
代

の
基
礎
的
自
治
体
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ティ
組
織
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
そ
の
他
民

間
セ
ク
タ
ー
と
も
協
働
し
、
相
互
に
連
携
し

て
新
し
い
公
共
空
間
を
形
成
し
て
い
く
こ
と

を
目
指
す
べ
き
。

○
　
地
方
分
権
改
革
が
目
指
す
べ
き
分
権
型
社

会
に
お
い
て
は
、
住
民
自
治
が
重
視
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て

地
域
自
治
組
織
を
任
意
に
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
途
を
開
く
こ
と
と
す
る
必
要
。

○
　
平
成
十
七
年
三
月
の
合
併
特
例
法
の
期

限
ま
で
に
で
き
る
か
ぎ
り
、
自
主
的
な
合
併

の
成
果
が
あ
が
る
こ
と
が
必
要
で
、
国
及
び

都
道
府
県
と
し
て
も
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な

方
策
を
展
開
し
、
自
主
的
合
併
が
進
展
す

る
よ
う
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

肝
要
。

○
　
国
・
地
方
と
も
に
厳
し
い
財
政
事
情
の

中
、
市
町
村
の
規
模
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ

て
き
た
各
種
の
財
政
措
置
等
に
つ
い
て
も
見

直
し
を
図
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に

あ
る
。

○
　
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
二
〇
三
〇

年
に
は
、
人
口
五
千
人
未
満
の
市
町
村
が
現

存
の
七
〇
〇
団
体
か
ら
一
、
二
〇
〇
団
体

近
く
に
増
加
し
、
特
に
小
規
模
な
市
町
村
に

つ
い
て
よ
り
深
刻
な
影
響
を
与
え
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
な
職
員
や
財
政
基
盤
を
維
持
で

き
な
い
状
況
に
陥
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
２
）

平
成
十
七
年
四
月
移
行
の
合
併
促
進

の
手
法

○
　
現
行
の
合
併
特
例
法
の
失
効（
平
成
十
七

年
三
月
三
十
一
日
）後
は
、
新
し
い
法
律
を

制
定
し
、
一
定
期
間
さ
ら
に
自
主
的
合
併
を

促
す
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
は
、
合
併
に
関

す
る
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
特
例
を
中

心
に
定
め
、
現
行
法
の
よ
う
な
財
政
支
援
措

置
は
と
ら
な
い
。

○
　
現
行
の
合
併
特
例
法
は
延
長
し
な
い
こ
と

を
前
提
に
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
関
係
市
町
村
が
市
町
村
の
議
会
の
議

決
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
へ
の
合
併
の
申

請
を
終
え
た
も
の
は
、
合
併
特
例
法
の
財
政

支
援
等
を
引
き
続
き
適
用
す
る
経
過
規
定

を
置
く
。

○
　
新
法
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
が

市
町
村
合
併
に
関
す
る
構
想
を
策
定
し
、
合

併
に
関
す
る
勧
告
や
、
合
併
に
取
り
組
む
市

町
村
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
合
意
形
成
に
関
す

る
あ
っ
せ
ん
等
に
よ
り
、
自
主
的
な
合
併
を

進
め
る
も
の
と
す
る
。

○
　
自
主
的
な
合
併
に
つ
い
て
の
目
標
を
明
確

に
す
る
た
め
、
法
律
上
人
口
規
模
の
要
件
を

示
す
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
な
意
見
も
存

在
。

（
３
）
包
括
的
な
基
礎
的
自
治
体
の
形
成
と

地
域
自
治
組
織
制
度
の
導
入

○
　
合
併
後
、
総
じ
て
規
模
が
大
き
く
な
る
基

礎
的
自
治
体
内
に
お
い
て
住
民
自
治
を
強
化

す
る
観
点
か
ら
、
合
併
前
の
旧
市
町
村
の
単

位
を
基
本
と
し
て
、
基
礎
的
自
治
体
の
事
務

の
う
ち
地
域
共
同
的
な
事
務
を
処
理
す
る

た
め
、
地
域
自
治
組
織
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
制
度
を
創
設
。

○
　
市
町
村
は
そ
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
り
、

旧
市
町
村
を
単
位
と
す
る
基
礎
的
自
治
体

内
の
地
域
自
治
組
織
を
設
置
で
き
る
。
都
道

府
県
知
事
も
、
一
定
の
場
合
に
、
小
規
模
な

市
町
村
等
を
対
象
と
し
て
、
地
域
自
治
組
織

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
決
定
し
得
る
仕
組
み

を
検
討
す
る
。

○
　
さ
ら
に
、
合
併
で
き
な
か
っ
た
市
町
村
は
、

◎
内
　
容
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合
併
コ
ー
ナ
ー 

第
２７
次
地
方
制
度
調
査
会

次
地
方
制
度
調
査
会 

「
今
後
今
後
の
地
方
自
治
制
度

地
方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に 

　
　
　
　
つ
い
て
の
中
間
報
告

中
間
報
告
」
の
概
要
概
要
に
つ
い
て 

第
２７
次
地
方
制
度
調
査
会 

「
今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に 

　
　
つ
い
て
の
中
間
報
告
」
の
概
要
に
つ
い
て 

地
域
自
治
組
織
と
な
る
こ

と
を
都
道
府
県
に
自
ら
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事

が
関
係
市
町
村
の
意
見
を

聴
き
、
当
該
都
道
府
県
議

会
の
議
決
を
経
て
、
当
該
市

町
村
が
い
ず
れ
か
の
基
礎
的

自
治
体
を
形
成
す
る
地
域

自
治
組
織
と
な
る
こ
と
に
つ

い
て
決
定
し
得
る
仕
組
み

を
検
討
す
る
。

○
　
広
域
連
合
等
に
よ
る
新
た
な
広

域
行
政
の
推
進
方
策
に
つ
い
て
も
検
討
。

（
４
）
事
務
配
分
特
例
方
式
の
検
討

○
　
基
礎
的
自
治
体
に
法
令
上
義
務
付
け
ら

れ
た
事
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
の
み
を

処
理
し
、
都
道
府
県
に
そ
れ
以
外
の
事
務
の

処
理
を
義
務
付
け
る
特
例
的
団
体
の
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
検
討
す
る
必

要
。

（
５
）
基
礎
的
自
治
体
に
お
け
る
住
民
自
治

充
実
の
た
め
の
新
し
い
仕
組
み

○
　
地
域
自
治
組
織
は
、
当
面
、
合
併
後
の
市

町
村
に
お
い
て
、
合
併
前
の
旧
市
町
村
単
位

に
地
域
自
治
組
織
を
導
入
す
る
途
を
開
く

も
の
で
、
行
政
区
的
な
タ
イ
プ（
法
人
格
を
有

し
な
い
）と
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ

イ
プ（
法
人
格
を
有
す
る
）の
二
つ
の
い
ず
れ

か
を
選
択
で
き
る
。

○
　
行
政
区
的
な
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、
基
礎

的
自
治
体
の
組
織
の
一
部
と
し
て
事
務
を

分
掌
し
、
地
域
自
治
組
織
の
長
と
諮
問
機
関

（
附
属
機
関
）と
し
て
の
地
域
審
議
会
か
ら
な

る
。

○
　
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
タ
イ
プ
に
お

い
て
は
、
地
域
共
同
的
な
事
務
を
処
理
す
る

も
の
と
し
、
基
礎
的
自
治
体
の
補
助
機
関
を

兼
ね
て
法
令
に
よ
り
基
礎
的
自
治
体
に
処

理
が
義
務
付
け
ら
れ
た
事
務
を
地
域
自
治

組
織
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
を
検
討
。
地

域
自
治
組
織（
特
別
地
方
公
共
団
体
）の
議

決
機
関
の
構
成
員
は
公
選
と
し
、
執
行
機
関

は
地
域
自
治
組
織
の
議
決
機
関
の
互
選
又

は
基
礎
的
自
治
体
の
長
に
よ
る
選
任
等
と

す
る
こ
と
を
検
討
。

○
　
財
源
は
、
当
該
基
礎
的
自
治
体
か
ら
の
移

転
財
源
に
よ
る
こ
と
が
原
則
。

２
　
大
都
市
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

○
　
都
市
の
規
模
・
能
力
に
応
じ
た
一
層
の
事

務
権
限
の
移
譲
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
。

○
　
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
指
定
都

市
制
度
の
大
枠
の
中
で
、
さ
ら
な
る
権
限
の

移
譲
を
行
い
、
そ
の
権
能
を
強
化
す
る
と
い

う
方
向
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
指
定
都
市

の
行
政
区
が
相
当
程
度
自
主
的
に
事
務
処

理
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
内
分
権
化
を
図
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
指
定
都
市
の
行
政
区
の

権
限
を
強
め
る
方
向
で
検
討
が
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
一
方
策
と
し
て
、
現
在

の
行
政
区
の
単
位
に
地
域
自
治
組
織
を
導

入
す
る
こ
と
を
含
め
、
検
討
す
る
必
要
。

○
　
指
定
都
市
の
区
域
内
か
ら
選
出
さ
れ
る

道
府
県
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
指
定
都
市

の
区
域
と
い
え
ど
も
課
税
権
に
着
目
し
て

人
口
比
例
に
よ
り
定
数
配
分
す
べ
き
と
い
う

意
見
が
あ
る
一
方
、
課
税
権
を
変
更
し
て
で

も
行
政
権
能
の
多
寡
を
勘
案
し
て
定
数
配

分
を
行
う
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
引
き

続
き
検
討
。

３
　
都
道
府
県
の
あ
り
方
に
つ
い
て

○
　
都
道
府
県
合
併
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権

の
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
が
自
主
的
に
合
併

す
る
途
を
開
く
道
す
じ
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
で
あ
り
、
国
の
法
律
に
よ
り
定
め
る
と
い

う
方
式
、
す
な
わ
ち
各
都
道
府
県
の
発
意

に
よ
り
合
併
手
続
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い

現
行
の
地
方
自
治
法
の
定
め
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
見
直
す
必
要
。

○
　
都
道
府
県
合
併
の
方
式
と
し
て
は
、
市
町

村
合
併
の
場
合
と
同
様
に
、
都
道
府
県
の
自

主
的
合
併
の
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、

関
係
都
道
府
県
が
議
会
の
議
決
を
経
て
合

併
を
申
請
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
の
議

決
を
経
て
合
併
を
決
定
す
る
と
い
っ
た
規
定

を
整
備
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

○
　
道
州
制
の
導
入
は
、
国
の
機
能
を
住
民
に

よ
り
身
近
な
地
域
政
府
に
移
譲
す
る
と
と

も
に
、
今
後
さ
ら
に
加
速
さ
れ
る
と
見
込
ま

れ
る
経
済
活
動
の
広
域
化
に
対
応
し
た
イ

ン
フ
ラ
の
高
度
化
や
産
業
の
活
性
化
を
よ
り

効
果
的
に
行
っ
て
い
く
と
い
う
意
義
が
あ
る

が
、
他
方
、
道
州
制
は
、
我
が
国
の
国
・
地

方
を
通
ず
る
行
政
体
制
の
根
幹
に
か
か
わ

る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
そ
の
あ

り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
論
議
を
行
い
、
国
民

的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
と
い
っ
た
こ
と
も

含
め
て
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

○
　
地
方
税
財
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
各

方
面
に
お
い
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
踏
ま
え
、
今
後
、
改
め
て
意
見
を
提
出

す
る
予
定
。

○
　
今
年
十
一
月
ま
で
に
最
終
報
告
を
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出
予
定
。

◎
今
後
の
予
定
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秩父多摩甲斐国立公園に属する名峰を擁す豊かな自然に囲まれた甲斐源氏
（武田氏）ゆかりの古い歴史の里「須玉町（すたまちょう）」から参りました中山と
申します。
行政選挙担当で主に地方共済、字界・市町村界変更、勤務条件・労働安全衛生

などを担当しております。こちらでお世話になりはじめた時、担当では既に選挙
態勢に入っており、何も分からずオロオロするばかりで、気持ちが空回り・・・と、
かなり挙動不信に見えたことでしょう（笑）。そのような忙しい中でも課の皆様
にはいろいろと懇切丁寧にご指導いただき、大変感謝しております。
これまで役場ではとかく焼増し的な仕事になりがちで、根拠となる法令など
あやふやなことがあったりしましたが、こちらでは何となく知っているでは済ま
されない、正確さと迅速さが求められ、毎日息つく暇もなく仕事に追われてい
る感じです。
最近、地方公務員として地域に貢献できればと思いがんばっているつもりの

自分が住民不在の事務的なマニュアル職員になってはいないかと考えたりする
ことがあります。
ここでの仕事は、取り組み方など学ぶべきことが多く、その成果も私の一つの
財産となっています。また、いろいろな担当の仕事を見ながら、地方自治の発展
に真摯に取り組んでいる県、市町村の職員の皆様、そして関心を持っている多く
の住民の皆様がいることを感じることができたことは私にとりまして大きな意
識改革となりました。
これからも広い視野で物事をとらえ、皆様に信頼され愛される職員になれる
ようがんばりたいと思います!!

市町村課

中山　由郷
（須玉町）

県と市町村また、市町村間において職員交流
が盛んに行われています。今回は、市町村か
ら県市町村課に研修のため派遣されている職
員の皆さんに登場していただき、近況を紹介
してもらいました。

八ヶ岳南麓の高原のまち、そして馬のまち「小淵沢町」からの研修生として市
町村課財政担当にお世話になり、早いもので９ヶ月が過ぎました。
私にとって財政の仕事は初めての経験だったため、こちらに来た当初は仕事

が思うように進まず、こんな状態で１年間の研修生活を乗り切ることができる
のかと不安の連続でしたが（担当の皆さんにはずいぶんご迷惑をお掛けしまし
た。）、今では仕事にもだいぶ慣れ、たくさんの仕事に追われながらも充実感の
ある毎日を過ごせるようになりました。
今、財政担当は１年で最も忙しい「決算統計」の時期を迎えています。光眩い

夏の季節に、「何で別室にこもって朝から晩まで仕事しなくちゃいけないんだ
ろう。」と辛くなる時もありますが、この仕事を無事に終えて初めて一人前（？）
と思って日々がんばっています。
地方財政を取り巻く状況には大変厳しいものがありますが、残り少ない研修

期間で一つでも多くのことを吸収し、町に戻ってこの経験を生かせるように精
一杯がんばりますので、今後とも皆様の温かいご指導をよろしくお願いいたし
ます。
―お知らせ―
小淵沢町では、今年も８月２日（土）にホースショーが開催されます。
音と光で演出した馬のショー（火の輪くぐりもあります。）や花火大会は一見

の価値ありです。
今年の夏はぜひ、高原のまち小淵沢町で楽しいひとときを…。

市町村課

進藤　修一
（小淵沢町）

今年の４月から研修生として市町村課行政選挙担当にお世話になっておりま
す、大月市から参りました石原丈士です。
今までは通勤時間が５分ぐらいと環境に恵まれておりましたが、今は実家を

離れ甲府ではじめての一人暮らしを経験しております。
どうにかやっと一人暮らしにも慣れ、日々仕事に勤しんでいるところです。
仕事については経験のないことはもちろんですが、これまでとは随分勝手が

違うため今までよりもよけいに時間がかかってしまい、いくら時間があっても
足りないぐらいです。また仕事量の多さと内容の濃さに戸惑いながら、なかな
か思ったようには進まず、問い合わせの回答をするのにさえどこを調べてよい
のやら、といった状態です。
８月２５日から「住民基本台帳ネットワークシステム」の本格稼働がいよいよは
じまり、ネットワークやシステム関連のそれこそ山のような資料に圧倒されて
おります。特にネットワーク関係の専門的な用語など理解するのに大変です。
経験のない仕事の内容や環境の変化など、毎日がとても新鮮であり、戸惑い

を感じながらも、市町村課の皆様から温かいご指導を頂いており、感謝してい
ます。
一年間という限られた研修期間ではありますが、より多くのことを吸収し市

へ戻ってからの今後の仕事に役立てたいと思います。

市町村課

石原　丈士
（大月市）

４月より市町村課税政担当で研修生としてお世話になっております。韮崎市
にいたときは税務に関する部署での経験がなかったため、今は専門用語等わ
からないことばかりで不安の日々でありますが、上司、先輩方のご指導、ご助
言をいただきながら毎日頑張っております。
これまでは、市からの視点で仕事をしていたのですが、県全体に視点を変え、

また、県から指導を受ける立場であったのが、国や市町村からの問い合わせ等
への対応となり、今まで経験することのなかった立場・視点で仕事をすること
で、市役所にいてもなかなか得られない貴重な経験をさせていただいており
ます。
来年３月までの研修期間で、さらに経験を積み、たくさんのことを吸収し、

その後に活かせるよう頑張っていきたいと思います。

市町村課

根津　昭彦
（韮崎市）
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今年の４月に身延町から市町村課財政担当へ、研修生として参りました。
あっという間に３ヶ月が過ぎ、財政素人だった私も、諸先輩方の温かいご指導
のおかげか、なんとなくそれっぽいことを言えるようになってきたような？今
日この頃です。
出向してきて半月後の４月１７日にはいきなり、公営企業決算統計説明会で２０
０人近い市町村や一部事務組合の皆様の前で説明を行う、という町にいたら考
えられないような経験をしました。その他にも総務省への出張や、市町村相手
のヒアリング等、毎日が貴重な体験の連続で、充実した日々を過ごしています。
現在は朝日別館に軟禁状態、公営企業決算統計を取りまとめるために、朝早
くから朝早くまで、文字通り寝る間を惜しんで頑張っているところです。
来年の４月に研修期間を終えて戻ると、５ヶ月後には故郷『身延町』は新町とし
て新たなスタートを切ります。合併協議会への出向等、人員的に厳しい中でせ
っかく出していただいた研修です。この研修期間中に少しでも多くのことを吸
収し、自分のためにも、新町のためにも役立てようと思います。
最後になりますが、この研修中に一人でも多くの県職員・研修生の方々との
交流を深めて、親睦を図りながら、残りの研修期間を有意義に過ごしていきた
いと思います。

市町村課

前澤　学
（身延町）

昨年の１０月より市町村課税政担当にお世話になっております山梨県の東の
玄関、山紫水明の地「上野原町」から参りました石井です。
市町村課へ来てから、もう９ヶ月が過ぎてしまったのかというのが今の心境

です。最初は、職場の右も左も分からず、何をするにもどこに行くにもみなさ
んに聞いてから行動していたように思います。（今もあまり変わらないような
…）さらに、税政担当の仕事についてはもっと何も分からずに、問い合わせに
ついても「？？？」と質問の内容さえも分からない有様で、周りの諸先輩方に
ご迷惑をおかけしながら現在に至っています。
今は、普通交付税の算定を行っており、毎日夜遅くまで市町村から提出され

た調査表の細かい数字と戦っております。（夢に数字がでてきますよ( ̃ _ ̃ ; )）ま
た、市町村の合併により、合併算定替えというような煩雑な作業も加わってき
ていますし、未知の領域（市町村合併関係）の問い合わせなども多数あり、回
答するためにたくさんの資料を読んだり、合併先進県へ電話したり、冷や汗を
かきながら対応しております。
県庁生活も残りわずか３ヶ月となってしまいましたが、ここで学んだ仕事へ

の取り組み方や、人とのつながりを最大限に生かせるよう、上野原町へ戻って
からもがんばりたいと思います。

市町村課

石井　則夫
（上野原町）

本年４月より市町村課合併・広域行政推進担当でお世話になっております
「ハンコの町」六郷町より参りました望月淳治と申します。研修が始まる前は
全く新しい環境での仕事に対し期待と不安が入り混じっておりましたが、いざ
研修が始まると想像以上に目まぐるしい毎日が過ぎたせいか、不安など感じ
ている暇もありませんでした。忙しい中でも今までにない充実感に満ちた毎
日を過ごしているのも、職場の先輩方や各市町村の研修生の仲間に恵まれたか
らだと思い感謝しております。
現在、市町村合併の仕事に従事しており、これから大きく変わろうとする山

梨を毎日、肌で感じております。今携わっている仕事が将来の山梨の礎になる
と考えると、本当にやりがいがあると共に、県民の皆様の生活に大きく関わる
重要な仕事なだけに毎日、日夜頑張っております。研修が終わりこの１年を振
り返った時、悔いが残らぬようこれから残された研修期間を頑張っていきたい
と思っております。
そして、この研修は私の人生にとって大きな糧となることでしょう。

市町村課

望月　淳治
（六郷町）

ダイヤモンド富士で有名な増穂町から研修生として、今年4月より市町村
課企画振興担当にお世話になっております井上誠です。
市町村課にお世話になって「井の中の蛙、大海を知らず」。今、この言葉を

強く実感しています。私は、高校の3年間以外は増穂から離れたことがなく、
増穂以外の世界を知りませんでした。井の中の蛙だった私は、仕事量の多さ
にびっくり、質の高い仕事が次々と舞い込んできて息つく暇がない忙しさで
これまたびっくり。しかも、不慣れな長距離通勤（今までは、徒歩で1０分、
今は車で45分）、町という小さな世界から県という広い世界へと環境が変わ
ったこともあり、胃の痛い日々が続きました（だんだん慣れてきて、今は痛
くなく快腸？？です(^0^)）。しかし、やせもせず仕事が楽しくできているの
は、忙しいときにも嫌な顔ひとつせず教えてくださる市町村課の皆さんのお
陰だと思います。また、他の課の皆さんにも懇切丁寧にご指導いただき日々
成長している？（自己満足ですが）と感じることができる今日この頃です。
県で研修という大海に飛び込んだからには、多くの方と知り合い、仕事や

仕事に対する姿勢を吸収して、人間が大きくなって（態度は謙虚に）町に戻
れるように頑張りたいと思います。

市町村課

井上　誠
（増穂町）
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●
は
じ
め
に
●

社
団
法
人
呆
け
老
人
を
か
か
え
る

家
族
の
会
は
、
四
十
一
の
都
道
府
県

が
加
盟
す
る
全
国
規
模
の
団
体
で
、

山
梨
県
支
部
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
。
私
た
ち
は
、
会
の
名
前
の
通
り
痴

ほ
う
症
の
介
護
を
通
し
て
周
辺
に
わ

た
り
、
押
し
寄
せ
て
く
る
問
題
を
直
視

し
、
研
修
や
相
談
活
動
、
広
報
活
動
、

「
痴
ほ
う
症
」へ
の
理
解
を
高
め
る
た
め

劇
団
活
動
等
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
。

活
動
を
行
う
中
、
困
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
、
行
政
の
窓
口
と
な
る
人
の
問
題

で
す
。
例
え
ば
、
年
度
末
の
人
事
異
動

に
よ
り
折
角
福
祉
に
つ
い
て
の
理
解
を

も
っ
た
担
当
者
が
代
わ
っ
て
し
ま
い
、

対
応
が
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
福
祉
は
行

政
の
み
で
行
っ
て
う
ま
く
い
く
も
の
と

は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
行
政
と
家
庭
や

地
域
・
ボ
ラ
ン
ティ
ア
が
連
携
し
て
は
じ

め
て
地
域
福
祉
が
進
ん
で
い
く
も
の
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
の
職

員
が
行
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
自
治
体
の

一
貫
し
た
福
祉
や
ボ
ラ
ン
ティ
ア
に
対

す
る
施
策
や
方
針
が
是
非
ほ
し
い
も

の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

●
現
場
の
思
い
に
親
身
な
対
応
を
●

担
当
者
に
は
、
現
場
の
思
い
に
親
身

に
な
っ
て
福
祉
施
策
に
向
か
っ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
当
会
の
全
国
集
会

に
出
席
し
て
思
う
こ
と
は
、
他
の
支
部

に
関
わ
る
福
祉
の
関
係
者
が
数
多
く

参
加
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
達
の
周

知
徹
底
に
も
問
題
は
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
ま
た
、
福
祉
担
当
者
の
関
わ

る
実
務
の
膨
大
な
数
や
そ
の
煩
雑
さ
、

諸
々
の
事
情
で
許
さ
れ
な
い
こ
と
も
想

像
で
き
ま
す
。
し
か
し
、「
痴
ほ
う
症
」

を
患
う
人
、
そ
の
介
護
に
当
る
家
族
の

生
の
声
を
検
分
し
、
自
宜
に
適
っ
た
問

題
を
把
握
す
る
の
に
役
立
つ
機
会
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
実
態
に
基

づ
い
た
施
策
や
対
応
が
見
え
て
く
る

と
思
う
の
で
す
。

福
祉
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
ティ
ア
活
動

の
実
態
は
様
々
で
す
。
説
明
し
が
た
い

課
題
も
抱
え
て
お
り
ま
す
。
自
治
体
に

よ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
ティ
ア
の
関
わ
り
に
も

格
差
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
住
民
が
、
持
て
る
力
と
時
間
を
駆

使
し
て
大
切
と
思
う
こ
と
に
精
一
杯

ぶ
つ
か
っ
て
い
る
状
況
を
見
る
と
き
、

そ
の
力
不
足
を
補
っ
て
く
だ
さ
る
心
配

り
や
ご
支
援
が
欲
し
い
の
で
す
。

最
近
、「
痴
ほ
う
症
」に
関
す
る
電
話

相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
支
部
を
検
索
し
、
介
護
の

問
題
、
施
設
・
医
師
に
関
す
る
こ
と
、

介
護
保
険
利
用
に
関
わ
る
諸
問
題
等

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
一
回
の
相

談
は
数
十
分
に
も
及
び
ま
す
。
如
何

に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
か
を
知
る
時
で

す
。住

民
参
画
の
行
政
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
介
護
者
の
声
を
反
映
さ
せ
て

い
た
だ
く
機
会
は
、市
町
村
単
位
で
も
、

多
い
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。
参
画

は
形
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
し
、
智
恵
や
経
験
、
願
い
を
生
か
す

こ
と
の
役
目
を
そ
れ
ぞ
れ
が
自
覚
し

て
お
り
ま
す
。

今
後
、
福
祉
を
住
民
ボ
ラ
ン
ティ
ア

と
し
て
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
っ
た
ら

よ
い
の
か
、
助
言
や
ご
支
援
を
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
祉
の
窓
口
を
訪
ね
る
人
々
の
立

場
に
た
っ
て
の
対
応
こ
そ
、『
福
祉
の
街

づ
く
り
』を
提
唱
し
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す

る
本
物

の
自
治

体
が
見

え
て
き

ま
す
。

「あしたば劇団」の公演風景



○
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
は
、
事
務
の

効
率
性
の
向
上
を
主
眼
と
し
て
、
部
分
的
な
業

務
の
最
適
化
、
効
率
化
を
図
る
ツ
ー
ル
と
し
て

役
立
っ
て
き
た
。
政
府
の「
e-

J
a
p
a
n
戦

略
」は
、
国
の
電
子
政
府
化
と
と
も
に
地
方
自

治
体
の
電
子
化
も
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
い
う
、
自
治
体
の
電
子
化
と
は
、
行

政
事
務
の
一
部
分
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｐ
Ｒ
の
観
点

か
ら
、
行
政
全
体
の
業
務
の
流
れ
を
変
革
す
る

方
向
へ
進
ん
で
い
る
。

○
電
子
的
な
行
政
の
実
現
に
向
け
て

・
検
討
経
緯

山
梨
県
に
お
い
て
は
、
電
子
的
な
申
請
や
届

出
等
に
向
け
て
、（
財
）山
梨
県
市
町
村
振
興
協

会
の
支
援
を
受
け
、
県
、
市
町
村
、
市
長
会
、

町
村
会
の
職
員
に
よ
り
研
究
会
を
構
成
し
、
研

究
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
研
究
結
果
を

受
け
、
県
及
び
県
内
全
市
町
村
は
来
年
４
月
の

開
始
を
目
指
し
、
共
同
で
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構

築
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
運
営
・
契
約
方
法

こ
の
事
業
は
、
全
市
町
村
が
組
織
団
体
で
あ

る
山
梨
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合（
以
下「
組

合
」と
い
う
。）が
運
営
母
体
と
な
り
、
民
間
事

業
者
の
人
材
や
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
活
用
す
る
包

括
的
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ（
外
部
委
託
）の
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
。
包
括
的
ア
ウ
ト
ソ

ー
シ
ン
グ
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
を
取
り
入
れ
、
シ
ス

テ
ム
の
設
計
か
ら
構
築
、
運
用
ま
で
を
一
元
的

に
委
託
す
る
も
の
で
、
シ
ス
テ
ム
の
順
調
な
稼

働
と
い
う
民
間
事
業
者
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

に
対
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
お
金
を
支
払
う
と

い
う
契
約
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
民
間
事
業
者

か
ら
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
詳
細
に
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト

（
Ｓ
Ｌ
Ａ
）と
し
て
定
め
、
シ
ス
テ
ム
が
ス
ム
ー
ス

に
稼
働
し
て
い
る
場
合
に
は
契
約
し
た
料
金
を

全
額
支
払
う
が
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
内
容
や
回
数
、
停
止
時
間
な
ど
に

応
じ
て
、
支
払
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

な
ど
、
シ
ス
テ
ム
の
ト
ラ
ブ
ル
の
責
任
は
基
本
的

に
民
間
事
業
者
が
負
い
、
各
市
町
村
が
損
害
を

被
ら
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
情
報
シ

ス
テ
ム
は
、
様
々
な
リ
ス
ク
と
共
存
し
な
が
ら

運
用
さ
れ
る
、
と
い
う
認
識
か
ら
、
こ
れ
ら
の

リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
民
間
に
移
転
し
、
シ
ス

テ
ム
の
安
定
的
な
稼
働
を
確
保
す
る
も
の
で
あ

る
。

・
経
費
の
負
担

事
業
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
公
平
な
負
担
を

原
則
に
、
全
体
の
経
費
を
県
と
市
町
村
で
分
担

し
、
市
町
村
分
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
負
担
率

の
算
定
基
礎
と
し
て
均
等
割
や
人
口
割
に
加

え
、
便
益
割
の
考
え
方
を
導
入
し
た
。
便
益
割

と
は
、
市
町
村
毎
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
状

況
の
差
異
や
シ
ス
テ
ム
稼
働
以
後
の
利
用
状

況
、
さ
ら
に
は
住
民
が
役
場
ま
で
手
続
き
に
行

く
平
均
移
動
距
離
な
ど
の
地
域
特
性
に
応
じ

た
、
各
市
町
村
の
享
受
す
る
利
便
性
に
着
目
し

て
負
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

○
電
子
的
な
手
続
の
た
め
の
取
り
組
み

国
民
の
利
便
性
の
向
上
と
行
政
運
営
の
簡

素
・
効
率
化
を
目
的
に
、
電
子
政
府
、
電
子
自

治
体
推
進
の
た
め
の
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化

三
法
が
昨
年
末
に
成
立
し
公
的
個
人
認
証
サ

ー
ビ
ス
関
係
部
分
を
除
き
、
す
で
に
施
行
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
令
に
根
拠
を
有
す

る
行
政
手
続
き
に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
こ
と

に
加
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
可
能
と
な
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

今
後
は
、
地
方
自
治
体
の
条
例
等
に
根
拠
を

有
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
、
各
自
治
体
で
条
例

整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
平
成
16
年
４
月

に
は
、
共
同
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
電
子
的
な
手

続
き
が
可
能
と
な
る
た
め
、
こ
れ
に
向
け
て
、

各
自
治
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
例
規
則
を
調
査

す
る
な
ど
早
急
に
条
例
整
備
等
の
準
備
を
進

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

○
組
合
の
取
り
組
み

・
申
請
・
届
出
業
務
の
拡
大

組
合
と
し
て
は
、
今
後
の
行
政
の
電
子
化
に

向
け
て
、
申
請
届
出
業
務
の
拡
大
を
計
画
的
に

進
め
る
と
と
も
に
、
公
的
個
人
認
証
や
電
子
的

な
金
銭
の
や
り
と
り
を
実
現
す
る
マ
ル
チ
ペ
イ

メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ｍ
Ｐ
Ｎ
）な
ど
へ
の
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

・
公
的
個
人
認
証

公
的
個
人
認
証
は
、
今
後
の
電
子
社
会
の
礎

と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
共

同
シ
ス
テ
ム
で
は
平
成
16
年
中
の
対
応
の
予
定

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
組
合
と
し
て
も
公
的
個

人
認
証
に
関
わ
る「
鍵
ペ
ア
生
成
装
置
」な
ど
、

市
町
村
の
窓
口
で
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
機
器

の
調
達
や
市
町
村
配
備
な
ど
の
役
割
を
担
う

こ
と
と
し
て
い
る
。

・
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ま
た
、
Ｍ
Ｐ
Ｎ
は
、
手
数
料
等
を
は
じ
め
と

し
た
金
銭
の
決
裁
に
利
用
さ
れ
、
自
宅
か
ら
の

様
々
な
手
続
き
を
行
う
時
の
基
盤
で
あ
り
、
共

同
シ
ス
テ
ム
で
は
平
成
17
年
度
に
対
応
作
業
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
る
総
合
行

政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
）の
接
続
は
、
本

年
中
に
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
各
市
町
村
で

も
精
力
的
に
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
組
合
と
し
て
も
、
県
と
連
携
し

市
町
村
の
支
援
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
接
続

装
置
の
調
達
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
入
札
の
代

行
を
行
う
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
予
定
で

あ
る
。

・
変
革
期
の
地
方
自
治
体

地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
情
勢
は
、
行
政
電

子
化
を
は
じ
め
と
し
て
合
併
や
様
々
な
制
度
改

革
へ
の
対
応
な
ど
、
大
き
な
変
革
期
に
あ
る
。

地
域
間
競
争
の
激
化
や
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化

な
ど
、
自
治
体
は
自
ら
を
変
革
し
て
い
く
努
力

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
組
合
も
こ
う
し
た
流
れ

を
ふ
ま
え
、
積
極
的
に
自
ら
を
変
革
し
て
い
く

第
一
歩
と
し
て
共
同
シ
ス
テ
ム
に
取
り
組
む
こ

と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
変
化
の
時
代
に

か
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
明
言
し
て
い
る
、
生
命
進

化
の
原
理
は
淘
汰
で
あ
る
と
。
ま
た
、
生
き
残

っ
た
の
は「
強
い
種
」で
は
な
い
。「
優
秀
な
種
」

で
も
な
い
。「
変
化
し
た
種
」だ
け
が
生
き
残
っ

た
の
だ
と
。

さ
て
、
あ
な
た
は
変
化
で
き
ま
す
か
。
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電子自治体コーナー

電
子
自
治
体
に

向
け
た
動
向
に
つ
い
て

山
梨
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

電

子

自

治

体

推

進

室

土
屋

光
秋

ＢＰＲ（Business Process Reengineering
読み方 : ビーピーアール）

部分的な改善ではなく、業務のプロセス
（流れ）全体を対象とし、組織活動に関する
ある目標を設定し、それを達成するために業
務内容や業務の流れ、組織構造を分析、最
適化し、効率を高めるなど抜本的に見直し
を行うものである。



住
民
発
議
制
度
は
、

市
町
村
の
合
併
に
向

け
て
の
積
極
的
な
取

組
み
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
地

域
の
住
民
や
団
体
等

の
側
か
ら
市
町
村
に
対
し
、
合
併
協
議

会
の
設
置
を
求
め
る
直
接
請
求
制
度

と
し
て
、「
自
主
的
・
主
体
的
な
市
町
村

の
合
併
を
推
進
す
る
」
観
点
か
ら
、
平

成
７
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。

現
在
、
本
県
で
は
、
合
併
特
例
法
第

４
条
に
よ
る
住
民
発
議（
一
つ
の
市
町

村
の
住
民
等
が
近
隣
市
町
村
と
の
合

併
を
希
望
し
合
併
協
議
会
の
設
置
を

求
め
て
起
こ
す
住
民
発
議
）が
16
件
、

合
併
特
例
法
第
４
条
の
２
に
よ
る
住

民
発
議（
複
数
の
市
町
村
の
住
民
等
が

同
一
の
内
容
で
起
こ
す
住
民
発
議
）が

１
件
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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住
民
発
議
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ

り
、
合
併
特
例
法
に
基
づ
く
手
続
き
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
合
併
特
例
法
第
４
条

〔
手
続
き
１
〕

有
権
者
が
、
総
数
の
50
分
の
１
以
上

の
連
署
を
も
っ
て
、
そ
の
代
表
者
か
ら

市
町
村
長
に
対
し
、
合
併
協
議
会
を
置

く
よ
う
請
求
し
ま
す
。

〔
手
続
き
２
〕

請
求
の
あ
っ
た
市
町
村（
合
併
請
求

市
町
村
）の
長
は
、
合
併
の
相
手
方
と

さ
れ
た
合
併
対
象
市
町
村
の
長
に
対

し
て
意
見
を
求
め
ま
す
。

〔
手
続
き
３
〕

合
併
対
象
市
町
村
の
長
は
意
見
を

求
め
ら
れ
た
日
か
ら
90
日
以
内
に
合

併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
議
会
に

付
議
す
る
か
否
か
を
回
答
し
ま
す
。
回

答
が「
議
会
に
付
議
し
な
い
」の
場
合
、

住
民
発
議
の
手
続
き
は
終
了
と
な
り

ま
す
。

〔
手
続
き
４
〕

す
べ
て
の
合
併
対
象
市
町
村
の
長
が

合
併
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
議
会
に
付

議
す
る
と
回
答
し
た
場
合
に
は
、
合
併

請
求
市
町
村
と
合
併
対
象
市
町
村
の

長
は
、
60
日
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
議
会
を

招
集
し
、
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ

い
て
議
会
に
付
議
し
ま
す
。

〔
手
続
き
５
〕

合
併
請
求
市
町
村
と
す
べ
て
の
合
併

対
象
市
町
村
で
可
決
し
た
場
合
に
は
、

合
併
協
議
会
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

〔
手
続
き
６
〕

合
併
請
求
市
町
村
で
否
決
し
、
か
つ

す
べ
て
の
合
併
対
象
市
町
村
で
可
決
し

た
場
合
に
は
、
合
併
請
求
市
町
村
の
長

か
ら
の
請
求
、
又
は
、
そ
れ
が
な
か
っ

た
場
合
に
有
権
者
が
、
総
数
６
分
の
１

以
上
の
連
署
を
も
っ
て
そ
の
代
表
者
か

ら
行
う
請
求
に
よ
り
、
合
併
協
議
会
設

置
協
議
に
つ
い
て
住
民
投
票
を
行
い
、

有
効
投
票
総
数
の
過
半
数
の
賛
成
が

あ
っ
た
と
き
は
、
合
併
協
議
会
が
設
置

さ
れ
ま
す
。

○
合
併
特
例
法
第
４
条
の
２

〔
手
続
き
１
〕

す
べ
て
の
同
一
請
求
関
係
市
町
村
の

有
権
者
の
代
表
者（
同
一
請
求
代
表
者
）

が
、
合
併
協
議
会
の
設
置
の
請
求
が
同

一
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
都

道
府
県
知
事
の
確
認
を
求
め
ま
す
。

〔
手
続
き
２
〕

同
一
請
求
代
表
者
が
、
そ
の
者
の
属

す
る
市
町
村
の
有
権
者
総
数
の
50
分

の
１
以
上
の
連
署
を
も
っ
て
、
当
該
市

町
村
の
長
に
対
し
、
合
併
協
議
会
を
置

く
こ
と
を
請
求
し
ま
す
。

〔
手
続
き
３
〕

こ
の
請
求
が
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、

直
ち
に
そ
の
要
旨
を
当
該
市
町
村
長

は
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
、
都
道
府

県
知
事
は
そ
の
こ
と
を
す
べ
て
の
同
一

請
求
関
係
市
町
村
の
長
に
通
知
し
、つ

い
で
、
当
該
市
町
村
長
が
そ
の
旨
を
同

一
請
求
代
表
者
に
通
知
す
る
と
と
も

最
近
、
各
地
域
で
住
民
発
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

手
続
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？



に
、
公
表
し
ま
す
。

〔
手
続
き
４
〕

同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
長
は
、
都

道
府
県
知
事
か
ら
、
す
べ
て
の
同
一
請

求
関
係
市
町
村
に
お
い
て
請
求
が
あ
っ

た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ

の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
60
日
以
内

に
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
を
招
集
し
、
合
併

協
議
会
設
置
に
つ
い
て
議
会
に
付
議
し

ま
す
。

〔
手
続
き
５
〕

す
べ
て
の
同
一
請
求
関
係
市
町
村
に

お
い
て
可
決
し
た
場
合
に
は
、
合
併
協

議
会
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〔
手
続
き
６
〕

議
会
に
お
い
て
否
決
し
た
同
一
請
求

関
係
市
町
村（
合
併
協
議
会
設
置
協
議

否
決
市
町
村
）で
は
、
そ
の
市
町
村
長

か
ら
の
請
求
又
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
場

合
に
、
有
権
者
が
、
総
数
の
６
分
の
１

以
上
の
連
署
を
も
っ
て
そ
の
代
表
者
か

ら
行
う
請
求
に
よ
り
、
合
併
協
議
会
設

置
協
議
に
つ
い
て
、
住
民
投
票
を
行
い
、

有
効
投
票
の
総
数
の
過
半
数
の
賛
成

が
あ
っ
た
場
合
に
は
当
該
議
案
に
つ
い

て
可
決
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
合
併
協
議
会
設

置
協
議
否
決
市
町
村
で
投
票
が
行
わ

れ
、
す
べ
て
過
半
数
の
賛
成
が
あ
っ
た

場
合
に
も
合
併
協
議
会
を
置
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

な
お
、
既
に
合
併
協
議
会
を
設
置
し

て
い
る
市
町
村
が
、
住
民
発
議
に
よ
る

合
併
協
議
会
を
併
せ
て
設
置
す
る
こ

と
は
可
能
で
す
。

YAMANASHI JICHInoKAZE 2003/07#13033

都
市
再
生
事
業
は
、

都
市
で
活
動
す
る

人
々
が
快
適
に
生
活

で
き
、
働
く
こ
と
が

で
き
る
環
境
を
作
る

た
め
の
基
盤
施
設
等
を
重
点
的
に
整

備
す
る
都
市
再
生
へ
の
地
方
公
共
団
体

の
取
り
組
み
に
対
し
て
、
財
政
支
援
を

す
る
事
業
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
事
業
は
、
基
本
的
に
地
方
単
独

事
業
で
行
う
も
の
で
、
主
な
も
の
と
し

て
、

○
都
市
公
園
一
体
整
備
促
進
事
業
実

施
要
綱
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
都
市

公
園
等
の
整
備
を
行
う
『
都
市
公
園
等

一
体
整
備
促
進
事
業
』

平
成
14
年
度
に
創
設
さ
れ
た
地
域
活
性
化
事
業
債
の

う
ち
、
都
市
再
生
事
業
の
対
象
と
な
る
事
業
に
つ
い

て
具
体
的
に
教
え
て
く
だ
さ
い
。

○
街
区
公
園
、
近
隣
公
園
の
整
備
、
運

動
広
場
、
親
水
空
間
等
住
民
が
利
用
す

る
施
設
の
整
備
を
行
う
『
街
区
公
園
等

整
備
事
業
』

○
電
線
共
同
溝
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
又

は
管
路
及
び
こ
れ
ら
の
整
備
と
一
体

的
に
実
施
さ
れ
る
歩
道
等
の
整
備
を

行
う『
電
線
類
地
中
化
事
業
』

○
地
方
公
共
団
体
の
基
本
構
想
、
緑
の

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
そ
の
他
の
環
境
保
全

の
た
め
の
要
綱
、
整
備
方
針
等
に
お
い

て
保
全
対
象
と
さ
れ
て
い
る
緑
地
等
で

あ
っ
て
、
公
の
施
設
又
は
行
政
財
産
と

し
て
設
置
・
管
理
す
る
も
の
等
の
取
得

又
は
施
設
の
整
備
を
行
う『
都
市
環
境

緑
地
整
備
事
業
』

○
放
置
自
転
車
の
保
管
場
所
を
含
む

自
転
車
駐
車
場
及
び
自
転
車
道
の
整

備
を
行
う
『
自
転
車
駐
車
場
等
整
備
事

業
』

○
駅
、
バ
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
の
交
通

拠
点
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
実
施
さ

れ
る
駅
前
広
場
、
歩
道
帯
、
駐
車
場
案

内
シ
ス
テ
ム
等
の
整
備
を
行
う
『
公
共

交
通
拠
点
等
基
盤
整
備
事
業
』

○
都
市
緑
化
の
推
進
を
図
る
た
め
計

画
的
に
実
施
さ
れ
る
植
樹
、
植
栽
等
を

行
う『
植
樹
・
植
栽
等
緑
化
事
業
』

○
鉄
道
立
体
交
差
化
事
業
等
に
係
る

踏
切
除
却
、
こ
線
人
道
橋
、
駅
上
・
地

下
歩
行
者
専
用
道
等
の
整
備
を
行
う

『
立
体
交
差
事
業
』

○
地
方
公
共
団
体
の
策
定
す
る
街
並

み
環
境
整
備
方
針
等
に
基
づ
き
一
体

的
に
実
施
さ
れ
る
生
活
道
路
、小
公
園
、

緑
地
等
の
整
備
又
は
街
並
み
景
観
の

向
上
等
を
図
る
た
め
追
加
的
に
実
施

さ
れ
る
特
殊
舗
装
、
道
路
照
明
、
植
栽
、

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
等
の
整
備
を
行
う

『
街
並
み
整
備
事
業
』

○
公
の
施
設
と
し
て
設
置
す
る
駐
車

場
の
う
ち
、
立
体
式
駐
車
場
に
お
け
る

用
地
費
、
地
下
式
駐
車
場
に
お
け
る
用

地
費
及
び
躯
体
工
等
の
基
幹
的
部
分

（
非
設
備
部
分
）の
整
備
を
行
う
『
駐
車

場
整
備
事
業
』

な
ど
が
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
都
市
再
生

へ
の
基
盤
整
備
に
係
る
事
業
の
概
要
、

事
業
費
、
財
源
内
訳
、
事
業
の
ス
ケ
ー

ジ
ュ
ル
等
を
定
め
た「
都
市
再
生
事
業

計
画
」を
策
定
し
、
県
を
経
由
し
総
務

省
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

対
象
と
さ
れ
る
事
業
の
開
始
年
度
が

平
成
14
年
度
か
ら
16
年
度
ま
で
の
３
年

度
の
間
に
開
始
す
る
事
業
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
の
で
留
意
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
地
域
活
性
化
事
業
債
は「
循

環
型
社
会
形
成
事
業
」、「
少
子
・
高
齢

化
対
策
事
業
」、「
地
域
資
源
活
用
促
進

事
業
」な
ど
他
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
、
計

画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
各
事
業
の
要

綱
等
に
よ
り
事
業
内
容
を
十
分
検
討

の
上
、
事
業
の
目
的
に
最
も
適
し
た
メ

ニ
ュ
ー
に
よ
り
計
画
の
策
定
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
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市町村イベントごよみ 7 8     July    August

アヤメの里夏まつり花火大会
南アルプス市

平成１５年７月２６日
（会場　滝沢川河川公園　打ち上げ開始時刻　午後８時３０分）

南アルプス市になって初めてのアヤメの里夏まつりは、櫛形町であった昨年まで毎年、７
月下旬から８月上旬頃開催されており、豊かな自然の中での祭りに、訪れた多くの方々が満
足し、毎年訪れるという方も多い祭りです。
国道５２号線の大規模改修工事のため、昨年に引き続き一部の行事が休止となりますが、

伝統ある長清（ながきよ）太鼓と雨鳴（あまなり）太鼓の競演や歌謡ショー、盆踊りなど様々
な催し物があり、祭りのフィナーレを勇壮に飾り締めくくってくれるのが花火大会です。
大規模ではない分、一つ一つの花火をゆっくりと眺め、味わうことのできるこの花火大会

は、地元の方々にも愛されており、観客を温かい雰囲気で包んでくれ満足させてくれます。
この時期、アヤメ平では様々な高山植物を観賞することもでき、まさに昼と夜の華を楽

しむことができます。

第８７回河口湖湖上祭
河口湖町

平成１５年８月５日
（会場　県営船津浜・平浜駐車場　打ち上げ開始時刻　午後７時３０分）

８月１日から連日続く富士五湖花火大会のうち一番最後に行われ、最も規模の大きい花
火大会が河口湖湖上祭です。
河口湖湖上祭の起こりは、河口浅間神社の祭事から起きたもので百余の堤灯を数隻の船

につけ湖心に漕ぎ出し、世のけがれ一切を水に流す行事が毎年旧暦の６月３０日に行われて
いました。この行事を地元の有志が湖上祭として取り上げたのが大正６年で、その後年を
追う毎に盛大となり現在に至ります。
スターマインやミュージカル花火、大型打ち上げ花火に続き、クライマックスには約４

００mのナイアガラが夏の夜空と湖面を華やかに彩ります。
４日の前夜祭にも打ち上げ花火があげられ、２日間で約８万人の観客が、合計１万発の湖
上の舞に酔いしれます。
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第15回神明の花火大会
市川大門町

平成１５年８月７日
（会場　笛吹川三郡橋下流河畔　打ち上げ開始時刻　午後７時３０分）

市川の花火は武田氏の軍事用の狼煙打ち上げから始まったと言われています。
観賞用の花火は、元禄・享保（１６８８年～１７３６年）の頃から盛んになり、江戸時代
には常陸の水戸、三河の吉田（豊橋市）とともに、甲斐の市川は日本三大花火の
一つとして数えられ盛況でした。
この神明の花火は平成元年、山梨県下最大の規模として鮮やかに甦り、毎年２

０万人を超える観客で賑わいます。
音楽に合わせたテーマ花火と競技花火、迫力のある二尺玉の打ち上げも予定さ

れています。約２万発の花火は、打ち上げ地点との距離が近いので、目や耳だけ
でなく、体で感じ取れる大会です。

夏の武田の里まつり「武田の里供養会・大花火大会」
韮崎市

平成１５年８月１６日
（会場　釜無川河川公園　供養会開始時刻　午後７時）

武田家累代陣没将士供養会を皮切りに夏の夜空を彩る花火大会が盛大に繰り
広げられます。
雄大な南アルプスを背景に、武田家ゆかりの寺社で採火された松明が夕闇迫る

釜無川河川公園に市民・一般参加者の手により運ばれ、信義公以来累代陣没将士
の精霊を慰める武田の里供養会は、厳かな雰囲気の中「武田の里にらさき」にふ
さわしい歴史とロマンを盛り上げます。
花火大会は「武田の里」にふさわしいストーリーのあるテーマにより音楽演出

による大型スターマインを中心に５，０００発を超える大輪の華が夜空に打ち上げ
られます。

第39回石和温泉まつり花火大会
石和町

平成１５年８月２１日
（会場　石和町役場前笛吹川河畔　打ち上げ開始時刻　午後７時３０分）

８月１９日から３日間行われる石和温泉まつりの最終日に、この花火大
会が開催されます。大輪の華が夜空を彩り、まつりのフィナーレを飾り
ます。
鵜飼いのかがり火がほのかに照らす笛吹川の河川敷から、夜空に打ち

上げられた花火を見上げると、打ち上げ場所が近いため、その迫力を肌
で感じることができます。花火業者達による競技花火、大仕掛け花火、
全長４００mのナイアガラなど見どころも多く、９，０００発の花火を温泉街
ならではの雰囲気で見ることができます。晩夏の郷愁にひたりながら、
温泉情緒と一緒に花火を満喫できる大会です。
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フェアにおいては、電子自治体構築に向けた取組みやITを
活用した市町村業務のあり方等について、最新の電子自治体
関連システムを体験していただくとともに、先進事例等のセ
ミナーを予定しておりますので、積極的にご参加いただけま
すようお願いいたします。

電子自治体＆地域産業情報化の推進にむけて

□ 主 催 山梨地域 I Tフェア実行委員会
□ 共 催（財）山梨県市町村振興協会、甲府市
□ 後 援 総務省関東総合通信局、山梨県、山梨県警察本部

山梨県地域情報化推進協議会、
(財)やまなし産業支援機構
(社)山梨県情報サービス産業協会、
山梨県市町村総合事務組合

□ 日 時 平成15年8月7日(木)  10:00～17:00
平成15年8月8日(金)  10:00～17:00

□ 場 所 甲府市総合市民会館(山の都アリーナ)

□ 開催内容
【体験・展示コーナー】
最新の電子自治体関連のシステムを体験していただくよう、
県内外の I T企業・団体(40ブース)が出展。
【セミナー】

月日 時間 テーマ

8／7
（木）

10：15
〜

11：15

地域情報化について
講師 山梨大学副学長

伊藤 洋 氏

8／8
（金）

10：15
〜

12：00

ハイテク犯罪の現状及び
セキュリティ対策について
山梨県警察本部ハイテク犯罪対策室

13：00
〜

14：00

電子入札システムについて
講師 横須賀市財政部契約課主幹

小濱英夫 氏

15：00
〜

16：00

情報化に関する国・県の動向について
山梨県電子自治体推進

プロジェクトチーム

なお、総務省主催の「電子自治体フォーラム」が、8月7日(木)
13:00から甲府市総合市民会館(芸術ホール)で開催されます。

※セミナーのテーマは予定です






